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バイオテクノロジー戦略大綱詳細行動計画実施状況表

平成１６年１月２０日



ＮＯ. 詳細行動計画 担当府省 実施状況 開始年度 概要 備考

内閣府 実 H14

・ライフサイエンス関連予算　Ｈ１３年度３９０７億円、Ｈ１４年度３９３４億円、Ｈ１５
年度４０６８億円（１３年度比＋４．１％）、競争的研究資金Ｈ１３年度１７２８億円、
Ｈ１４年度１６７８億円、Ｈ１５年度１６８９億円（１３年度比-2.3％）

文部科学省 実 H13

・ライフサイエンス分野関係経費の拡充・充実に努める（平成１５年度文部科学省
ライフサイエンス分野関係予算2,046億円（2,002億円）※それぞれ推計値。.平成
16年度政府予算案については集計中。）。

厚生労働省 実 H14
・引き続き、ライフサイエンスを中心とした科学技術関係予算（平成１６年度案：１２
９０億円）の拡充に努める。

農林水産省 実 H13
＊参考；農林水産省におけるライフサイエンス関連予算
　Ｈ１５：６２５億円　（このうち運営費交付金、競争的資金は推計値）
Ｈ１６予算については集計中

経済産業省 実 H15

・「健康維持・増進のためのバイオテクノロジー基盤研究プログラム（１５年度予
算：130億円）※」、「生物機能活用型循環産業システム創造プログラム（１５年度
予算：42億円、１６年度予算：60億円）」、「健康寿命延伸のための医療福祉機器
高度化プログラム（１５年度予算：31億円）※」など
※１６年度からは「健康安心プログラム（１６年度予算：142億円）」として統合

環境省 実 H13

・地球環境問題を対象とした競争的研究資金である地球環境研究総合推進費
（平成１６年度予算案：30.2億円）の予算拡充を図り、ＢＴをはじめライフサイエンス
分野との学際的・融合的な研究分野の強化を図っているところ。

内閣府 実 H!4

・ゲノム、プロテオームなどの基礎研究を資源配分における重点施策として重視
する方針を策定（H1６年度予算、人材等の資源配分方針）するなど、基礎研究分
野の重要性を加味した施策を展開中。

文部科学省 実 -

・競争的資金（科学研究費補助金、戦略的創造研究推進事業等）の拡充や各種
プログラム（２１世紀ＣＯＥプログラム、私立大学学術研究高度化事業）等を通じ、
ＢＴ分野の優れた基礎研究を推進。

農林水産省 実 H12

・「植物（イネ）ゲノム研究」等のプロジェクト研究や「新技術・新分野創出のための
基礎研究事業」等の競争的資金を活用して現場対応型研究との両輪により基礎
研究を推進している。

経済産業省 実 H15

・ミレニアムプロジェクト等の推進
※ミレニアムプロジェクトは「健康維持・増進のためのバイオテクノロジー基盤研
究プログラム」の一環として実施中

環境省 実 H13
・環境技術開発等推進費において次世代の環境保全技術の基礎となる知的資産
を蓄積するための「基礎研究開発課題」を対象分野の一つとして公募を行ってい
るところ。

内閣府 実 H14

・経済活性化のための研究開発プロジェクトとしてH16年度予算案総額1,059億円
を措置。
　ライフサイエンス関連としては、テーラーメイド医療実現化プロジェクト・ゲノム
ネットワーク研究の戦略的推進・がんトランスレーショナルリサーチの推進などを
推進。

文部科学省 実 H14

・経済活性化のための研究開発プロジェクト（リーディングプロジェクト）を平成14
年度補正予算より実施。（ライフサイエンス関連：平成14年度補正予算212億円、
平成15年度予算48億円、平成１6年度政府予算案52億円）

2 ・ 基礎研究の成果が実用的技術開発に直結しやすいＢＴの特徴を踏まえ、
基礎研究について一層の充実・強化を図る。

3 ・ 我が国経済を活性化する観点から、比較的短期間で実用化が期待される
研究や、次代の産業基盤の構築に資することが期待される研究などを対象
として、産学官の協力による研究開発プロジェクトを積極的に推進する。

戦略１　研究開発の圧倒的充実
　Ⅰ．戦略１に関する分野横断的な事項に関する行動計画
　　１．研究開発予算の充実・強化

＊：”実施状況”は、目的達成のものは”完”、実施中のものは”実”、　また本年度実施予定のものは”予”　未実施　のもの
は”未”と表示

1 ・ ライフサイエンス予算に関しては、平成７年度から平成１２年度までの５年
間で約２倍の増加を実現しているが、今後ともそのペースの一層の向上を図
り、三つの戦略の遂行に必要な措置を講ずることができるよう所要の予算を
確保するよう努める。［平成１５年度着手］その際、第二期科学技術基本計画
期間中（平成１３年度～平成１７年度）においては、競争的研究資金の倍増を
目指すとされており、ライフサイエンス分野においてもその実現を図る。



農林水産省 実 Ｈ１４

・各種プロジェクト研究において産学の研究者の参画を積極的に図るとともに、
「民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業」等の産学官連携の仕組みを有
する競争的資金を活用している。さらに、「アグリバイオ実用化・産業化研究（10億
円）」において、イネゲノムの解読成果等を早期に実用化・産業化に結びつける民
間との共同研究を促進することとしている。

経済産業省 完 H15 ・研究開発プロジェクト（フォーカス２１）の創設

環境省 実 H15
・ナノテクノロジーを活用した環境技術開発推進事業を推進。（バイオテクノロジー
関連　平成１６年度予算案：1.3億円）

内閣府 実 H15

・バイオテクノロジー戦略大綱を踏まえ「平成16年度の科学技術に関する予算・人
材等の資源配分方針」を策定（平成15年6月19日総合科学技術会議）。
本分野全体の重点領域・事項は以下のとおり
１）安心・安全で活力ある長寿社会実現するための疾患の予防・診断・治療技術
の開発
○ゲノム、タンパク質、糖鎖等の構造・機能及びそれらの形成するネットワークの
解析とこれに必要な基盤的データベースの整備、その知見に基づく個人の特性
に応じた医療と創薬
○再生医療・遺伝子治療等を中心とした新しい治療技術
○がんの予防・診断・治療、アレルギー疾患等の予防・診断・治療、プリオン病、
新興感染症の診断・治療、バイオテロリズムへの対応
○こころの発達と脳に関する基礎的研究、こころの病気、教育が脳機能に与える
影響に関する研究、アルツハイマー等神経疾患等の予防・診断・治療
２) 食料供給力の向上及び食生活の改善に貢献する食料科学・技術並びに有用
物質の生産・環境対応に関する技術の開発
○イネ等のポストゲノム研究と食品の安全性確保、安定供給、機能性食品の開
発
○微生物・動植物を用いた有用物質の生産と環境対応技術の開発
３) 萌芽・融合領域の研究及び分析・計測のための先端的技術・機器の開発、先
端研究成果を社会に効率よく還元するための研究の推進と制度・体制の構築
○情報通信技術や、ナノテクノロジー等との融合領域、生命情報科学、システム
生物学、細胞シミュレーション技術、バイオイメージング技術、画像診断技術、医
療機器、遺伝子・タンパク質等の分析・計測のための先端的技術・機器（試薬・情
報処理技術を含む）
○基礎研究の臨床への橋渡し研究・治験等の臨床研究
○医薬品・医療・医療機器・食品・遺伝子組換え生物のリスク評価等に関する研
究
○研究開発の基礎となる生物遺伝資源の整備

内閣府 実 H14

・競争的研究資金制度の評価（H１５年７月２３日意見具申）：成果等に着目して、
各府省の代表的な競争的研究資金７制度を評価。
・制度の一元的管理・評価体制を整備するために、プログラムオフィサー（ＰＯ）・
プログラムディレクター（ＰＤ）を設置。Ｈ１５年度でＰＯが２３６名、ＰＤが１３名の予
定。

文部科学省 実 H14

・総合科学技術会議の制度改革の方針を踏まえ、各制度（科学研究費補助金、
戦略的創造研究推進事業等）においてプログラム管理者を設置し、課題の選定、
評価、フォローアップ等の一連の業務を一貫して、科学技術の側面から責任を持
ち得る、公正で透明性の高い評価システムの確立や、若手研究者向け資金の拡
充を図るなど制度の改革を推進。

厚生労働省 実 H14
「競争的資金制度改革について」に記載されている改革案を踏まえ、制度のより
一層の充実・効率化を推進しているところ。

農林水産省 実 Ｈ１５

・「民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業」においてプログラムオフィサー
の組織定員、「新技術・新分野創出のための基礎研究事業」等において予算手当
済であり、また、適切な評価者の選任をはじめ公正で透明性の高い評価システム
を導入済。

4 ・ ライフサイエンス分野の「分野別推進戦略」の見直しに当たっては、本戦略
も踏まえつつ行い、その上で、毎年度の「科学技術に関する予算、人材等の
資源配分の方針」を策定するものとする。

5 ・ 競争的研究資金の効果を最大限に発揮させるため、予算の戦略的な配分
に加え、研究経歴のある研究課題管理者（プログラムオフィサー）※等の設
置や評価内容の開示等公正で透明性の高い評価システムの確立、真に優
秀な若手に対する資金の充実等の改革に取り組む。



経済産業省 完 H15

・若手研究者を対象とした「産業技術研究助成制度（１５年度予算：53億円、１６年
度予算：58.2億円）」
配分機関にプログラムディレクター等を配置するとともに、１５年１０月からプログ
ラムオフィサーを配置済み
申請課題ごとに外部評価者を選任しピアレビュー等を実施

環境省 実 H15

・環境省の競争的資金制度の一元的管理・評価体制の整備を図るためプログラ
ムオフィサーを専任で配置するなど、「競争的資金制度改革について」に記載され
ている改革案を踏まえ、制度のより一層の充実・効率化を推進しているところ。

文部科学省 実 -

・研究拠点における世界水準の設備整備等を推進。（理化学研究所：大規模
NMR、基礎生物学研究所：新大型スペクトログラフ　等）

経済産業省 実 H15

・技術開発の具体的な目標設定と成果の市場化までの道筋を示した「プログラ
ム」による一元管理を実施。ライフサイエンス分野では、「健康維持・増進のため
のバイオテクノロジー基盤研究プログラム※」、「生物機能活用型循環産業システ
ム創造プログラム」、「健康寿命延伸のための医療福祉機器高度化プログラム
※」の３プログラムに１５年度予算で１９３億円を重点的に投入
※１６年度からは「健康安心プログラム（１６年度予算：142億円）」として統合

文部科学省 完 H13
・理化学研究所、科学技術振興機構等のＢＴ関連研究を実施している法人につい
て、平成１５年１０月より、独立行政法人化に伴い運営費交付金を交付。

農林水産省 実 H13
・平成１３年に農林水産試験研究機関を独立行政法人化したことに伴い、運営費
交付金化を実施済。

経済産業省 完 H15
・新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の独法化に伴い、１５年１０月
から運営費交付金化を実施

環境省 完 H13
・平成１３年に国立環境研究所が独立行政法人化したことに伴い、運営費交付金
化を実施済み。

内閣府 実 H14

・H1６年度予算、人材等の資源配分方針を決定。
・各省と協力してポストゲノム戦略の検討を実施。
・H15年度に引き続き、H1６年度概算要求のSABC優先順位付けによるBT関連技
術に関する予算配分等についての総合調整を実施。

文部科学省 実 H14

・総合科学技術会議の制度改革の方針を踏まえ、各制度（科学研究費補助金、
戦略的創造研究推進事業等）においてプログラム管理者等を設置しており、今後
さらに充実を図る。

厚生労働省 実 H14 ・総合科学技術会議が決定する「予算、人材等の資源配分の方針」に基づき、研究・技術開発を適切に推進しているところ。

農林水産省 実 H14
・総合科学技術会議が示す毎年度の「資源配分の方針」等に基づき、農林水産研
究開発を適時適切に推進している。

環境省 実 H14
・総合科学技術会議が決定する「予算、人材等の資源配分の方針」に基づき、環
境研究・技術開発を適切に計画策定・施行しているところ。

内閣府 実 H15
・制度の一元的管理・評価体制を整備するために、プログラムオフィサー（ＰＯ）・
プログラムディレクター（ＰＤ）の設置を具申。

10 ・ ライフサイエンスに関する競争的研究資金を配分するファンディングエー
ジェンシーにプログラムディレクター及びプログラムオフィサーを、また、各省
にも少なくともプログラムオフィサーを配置するとともに、プログラムディレク
ター等と総合科学技術会議との会議を行い、総合調整を推進する等の対応

8 ・ 研究開発に必然的に附随する不確実性に対応して、効率的な予算編成を
確保するため、独立行政法人への運営費交付金化を実施する。

　２．研究開発促進のための体制整備
 　　(1) 戦略的予算の編成・効率的な執行

9 ・ 総合科学技術会議の機能を活用し、施策の企画立案、予算の調整、研究
開発のフォローアップ等の充実を図るべく、ＢＴに係る科学技術に関する予算
の配分方針及びその運営の一体的な企画・立案・総合調整を行う。その際、
それぞれの省庁で実施されている競争的研究資金の審査、評価に関するよ
り適切なシステム構築のための取組や各省連携プロジェクトの企画・評価を
強化することを検討する。

6 ・ 大学等における独創的・先端的な研究推進のため、卓越した研究拠点に
おいて、世界水準の施設・設備を整備し、魅力あるＢＴ研究開発環境を実現
していくための措置を講じる。

7 ・ 実用化のシナリオを明確化し、関連施策全体を一体となって体系化したプ
ログラム方式を推進する。また、各プログラムに含まれる各々の既存プロジェ
クトを、ゼロベースから徹底的に見直し、実用化のシナリオが不透明な既存
プロジェクト、産業政策上の意義が薄れてきた既存プロジェクトは廃止又は
大幅縮減を実施する。



文部科学省 実 H14

・総合科学技術会議の制度改革の方針を踏まえ、各制度（科学研究費補助金、
戦略的創造研究推進事業等）においてプログラム管理者等を設置し、課題の選
定、評価、フォローアップ等の一連の業務を、一貫して、科学技術の側面から責
任を持ち得る公正で透明性の高い評価システムの確立など制度の改革を推進す
る。

農林水産省 実 H15

・「民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業」においてプログラムオフィサー
の組織定員、「新技術・新分野創出のための基礎研究事業」等において予算手当
済。

経済産業省 実 H15

・若手研究者を対象とした「産業技術研究助成事業（１５年度予算：53億円、１６年
度予算：58.2億円）」
配分機関にプログラムディレクター等を配置するとともに、１５年１０月からプログ
ラムオフィサーを配置済み
申請課題ごとに外部評価者を選任したピアレビュー等を実施

環境省 実 H15
・環境省の競争的資金制度の一元的管理・評価体制の整備を図るためプログラ
ムオフィサーを専任で配置した。

内閣府 実 H15

・競争的研究資金制度の評価（H１５年７月２３日意見具申）：成果等に着目して、
各府省の代表的な競争的研究資金７制度を評価する中で、ファンディング機能の
充実についても検討。

文部科学省 実 H15

・総合科学技術会議での制度改革の方針を踏まえ、改革の着実な実施を図る。
特に、プログラム管理者等の充実等、ファンディング機能の充実を図るほか、各
競争的資金制度の実態を勘案しつつ、可能な業務については、順次、独立した配
分機関（ファンディングエージェンシー）に委ねる方向で検討する。（一部の競争的
資金（科学研究費補助金、戦略的創造研究推進事業等）については実施済み。）

農林水産省 実 Ｈ１４

・「競争的資金制度改革について」（意見）に基づき、プログラムオフィサーの設置
や弾力的運用等必要な改革を適時適切に推進している。

経済産業省 実 H15

・若手研究者を対象とした「産業技術研究助成事業（１５年度予算：53億円、１６年
度予算：58.2億円）」
配分機関にプログラムディレクター等を配置するとともに、１５年１０月からプログ
ラムオフィサーを配置済み
申請課題ごとに外部評価者を選任したピアレビュー等を実施

環境省 実 H15
・「競争的資金制度改革について」に記載されている改革案を踏まえ、制度のより
一層の充実・効率化を推進しているところ。

内閣府 実 H14
・H1６年度の各省の主たるプロジェクトに対しＳＡＢＣによる優先順位付け（４段
階）を実施。

文部科学省 実 H14

「２１世紀ＣＯＥプログラム」において、優れた研究教育拠点の形成に向けた取組
を推進。（平成14年度：生命科学系28件他、平成15年度：医学系35件他採択）（平
成15年度予算334億円、平成16年度政府予算案367億円）

平成15年度：医学系35件他採択

文部科学省 実 H14

・大学等や研究機関における施設整備（理化学研究所：大規模ＮＭＲ等）や、２１
世紀COEプログラム等を通じた研究実施体制の充実強化に向けた取組を実施。
（２１世紀ＣＯＥプログラム：平成15年度予算334億円、平成16年度政府予算案367
億円）

平成15年度：医学系35件他採択14 ・ 世界水準の研究成果を創出するため、大学等におけるＢＴ関連施設･設備
の重点的な整備を進める。また、ＢＴ関連研究の効果的推進を図るため、２１
世紀ＣＯＥプログラムにおいて選定されたＢＴ関連拠点や世界水準の研究機
関を拠点とした研究実施体制の充実強化を図る。

12 ・ 各府省の科学技術関係の概算要求について、予算編成に反映すべく、施
策毎に優先順位付けを行う。

13 ・ ２１世紀ＣＯＥプログラムの生命科学等の分野における世界的研究教育拠
点の形成のための重点支援を行う。

ター等と総合科学技術会議との会議を行い、総合調整を推進する等の対応
を進める。

11 ・ 総合科学技術会議「競争的研究資金制度改革プロジェクトチーム」で検討
中の改革案などを着実に実施するとともに、配分機関（各省又はファンディン
グエージェンシー）のファンディング機能を充実する。



文部科学省 実 H8

・「私立大学学術研究高度化推進事業」（（平成15年度予算196億円、平成16年度
政府予算案201億円）。平成14年度：生物・医歯系20件、平成15年度：生物・医歯
系19件採択））により、私立大学等における研究基盤の整備及び研究機能の高度
化を図るため、重点的かつ総合的な支援を実施。

平成15年度：生物・医歯系19件
採択

文部科学省 実 H14

・平成14年度補正により、大学を活用した先端バイオテクノロジーに関する研究
や人材育成を行うための拠点として、神戸市に先端ＢＴ関連研究・人材育成拠点
（仮称）を整備。

内閣府 実 H15

・科学技術関係人材専門調査会の設置等
　１．世界水準の研究成果の創出とその活用を推進するため、必要な科学者・技
術者及び専門家の育成・確保について調査・検討を行う。
　２．専門調査会発足後、約１年間で、①科学技術関係人材の需給、②科学技術
関係人材の育成・確保方策、③科学技術関係人材の裾野の拡大、などについて
取りまとめを行う。

文部科学省 実 -

①学校教育法改正による公私立大学の学部・学科設置認可の弾力化（H15.4.1
～）
②理工系学部の実習の高度化に必要な設備の充実。
③研究に携わる者への手当てを含んだ研究プログラムを２１世紀ＣＯＥプログラム
や戦略的創造研究推進事業等において実施。
④科学技術振興調整費「新興分野人材養成」プログラムを活用したＢＴ関連人材
の戦略的な育成を実施。
⑤基礎生物学研究所、生理学研究所において大学院生や若手研究者等を対象
としたトレーニングコース等を実施。また、理化学研究所バイオリソースセンター
において、平成１６年度よりバイオリソースにかかる高度な技術の普及を目的とし
た技術研修を実施予定。
⑥大学等公的研究機関に知的財産・技術移転等の専門知識を有する人材を配
置する産学官連携支援事業を実施。
⑦連携大学院の整備。
⑧大学等におけるインターンシップの推進。また、人材養成における産業界との
連携等について、意見交換などを実施。
⑨ポストドクター等の若手研究者に対する各種支援制度の実施。また、女性研究
者が研究を継続できる環境整備に向けて、特別研究員事業等（日本学術振興会)
において出産・育児に配慮した取組を推進。
・科学技術・学術審議会人材委員会において、現在我が国が抱える研究人材の
養成・確保に関する諸問題について検討を行い、平成１５年６月に第２次提言「国
際競争力向上のための研究人材の養成・確保を目指して」を各大学・公的研究機
関に周知。
⑩科学技術・学術審議会国際化推進委員会において平成１５年１月にとりまとめ
られた「科学技術・学術活動の国際化推進方策について」を受け、バイオテクノロ
ジー研究等の先端研究分野において、先進的な成果を上げている各国の研究機
関との多国間ネットワークを構築し、二国間では対応できない大型の共同研究等
を推進するため先端研究グローバルネットワーク事業や拠点大学交流事業の多
国間展開等の多国間での国際協力を推進。

学校教育法改正（平成14年11月
29日公布）

内閣府 実 H15 ・科学技術関係人材専門調査会の設置等

厚生労働省 実 H14
・厚生労働科学研究推進事業として、若手研究者育成活用事業を実施している。

内閣府 実 H15
・科学技術関係人材専門調査会の設置等

厚生労働省 実 H15

・国立保健医療科学院において、治験の実施に関わる生物統計の専門家を養成
する事業を平成15年度から実施。（平成１６年度予算案　５１００万円、平成１５年
度予算　２２００万円）

内閣府 実 H15 ・科学技術関係人材専門調査会の設置等20 ・ 最先端の研究現場（大学・研究所等）に研究者を派遣することにより、ＢＴ

18 ・ 優れた若手研究者を国内外の研究機関へ派遣するなど人材の育成を図
る。

19 ・ 国立保健医療科学院に新たに人材育成のための研修事業を設け、生物統
計の専門家を養成する。

16 ・ 従来の分野にとらわれない融合的な研究開発を進める研究拠点、地域密
着型産・学・官融合研究拠点を複数箇所設置し研究開発を推進する。

　　(2) ＢＴを支える人材供給の抜本的充実

17 ・ 主に以下を内容とするＢＴ関連人材充実のための総合的施策を講じるため
の計画を作成し、実施･推進を図る。
（大学等における取組の促進と支援）
① 学部・学科の設置認可を弾力化し、新分野や融合分野に対応した柔軟か
つ機動的なＢＴ関連人材育成を可能とする。
② 大学等におけるＢＴ関係教育研究環境（施設・設備等）の重点的な改善・
充実を図る。
③ 研究に携わる者への手当てを盛り込んだ「人材養成型プロジェクト研究」
を充実させ、大学におけるＢＴ研究環境を整備し、意欲ある優れたＢＴ人材の
確保が図られるようにする。
④ ＢＴ関連人材養成プログラムを充実する拠点大学等を選定し重点的な支
援を行う。
⑤ 大学院生等に対し、最先端ＢＴ関連の知見・手法の修得について高度なト
レーニングコースやセミナー等の設置･充実を図るほか、ＢＴ分野以外の分野
の研究者・技術者に対し、ＢＴ関連分野への参入を促進するためのトレーニ
ングコースを設け、多方面からの参加を図る。
⑥ ＢＴ関連実用化技術開発、技術移転等における産業界等の優れた人材に
ついて、大学・研究機関等における活用を促進する。
⑦ 企業や試験研究機関等における施設・設備や人的資源を活用して、実践
的・高度専門的な大学院教育を行う連携大学院の整備・充実を図る。
（産業界の取組の促進）
⑧ ＢＴ関連人材の雇用の拡大、ＢＴ関連人材の優遇、ＢＴ関連企業における
インターンシップの受入の促進、企業からの大学・研究機関等への寄付講
座・寄付研究部門の設置等に関し、大学と産業界が協議、情報交換等を行う
場を設けるとともに、産業界の積極的な取組を促す。
（若手研究者･女性研究者の確保・支援）
⑨ ＢＴ関連を含めた若手研究者を対象とした研究支援制度、女性研究者の
活躍を支援する施策を推進する。
（国際的視野に立った人材充実）
⑩ 国際的視野に立ってＢＴ関連分野を含めた人材の養成と確保を図るた
め、優れた若手研究者の海外派遣や、大学院レベルの留学機会の拡大を図
るとともに、海外の優秀な研究者の我が国機関への受入を促進する。

15 ・ 「私立大学学術研究高度化推進事業」に選定されたＢＴ関連プロジェクトに
対する研究施設・設備・研究費の総合的、一体的な補助を行う。



経済産業省 実 H14

・「バイオ人材育成システム開発事業（１４年度補正予算：6.5億円）」、「産業技術
フェローシップ事業（１５年度予算：16.4億円、１６年度予算：8.3億円）」により、最
先端の研究現場における人材育成等を実施。

内閣府 実 H15

・「研究開発型ベンチャーの創出と育成について」をとりまとめ（H15.5.27）、関係大
臣に意見具申
　「起業教育」の普及・定着、MBA・MOT等の教育の充実
　起業家等輩出のための環境の整備
　起業時、初期段階における資金の確保
　専門人材による支援
　担保に依存しない多様な融資手法の導入
　ベンチャー企業結集による総合的な開発支援
　再挑戦できる環境整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

経済産業省 実 H14

・「バイオ人材育成システム開発事業（１４年度補正予算：6.5億円、バイオ人材育
成事業（１６年度予算：4.7億円）」、「技術経営人材育成プログラム導入促進事業
（１５年度予算：2.1億円、１６年度予算：9.5億円）」により、スキルスタンダード、カリ
キュラム等の開発を実施。

内閣府 実 H15
・科学技術関係人材専門調査会の設置等

農林水産省 実 Ｈ１５
・農水独自の取組を含む二国間科学技術協力の枠組み等に基づき、各種研究交
流を実施している。

厚生労働省 完 H15

・外国医師等が臨床修練を行う許可の基準の一つとして定められている語学能
力に関し、英語のみとされていた外国語について、中国語、フランス語、ロシア
語、英語、スペイン語又はドイツ語とすること等を内容とする省令改正を行い、平
成１５年４月１日に施行。

内閣府 実 H14

・「生物遺伝資源整備に関する検討会」等の結果を踏まえ、各生物遺伝資源の種
類別の中核機関を決めると共に、生物遺伝資源を収集・保存する大学、研究機
関を結ぶネットワークおよびそれら機関によって保管されている生物遺伝資源を
網羅する遺伝資源データベースを構築
・生物遺伝資源等知的基盤関係府省連絡会を通じて、生物遺伝資源に関する世
界的な情報収集を積極的に収集する体制を整備

文部科学省 実 H12

・現在各研究者・研究機関に分散的に保存されている、あるいは、全面的に海外
依存している生物遺伝資源を国家戦略に基づき開発・収集･保存を進めるととも
に、ゲノム情報も共に提供する体制の整備を実施。

農林水産省 実 H15 ・生物遺伝資源に関する関係省庁連絡会を中心に検討中。

経済産業省 完 H14
・生物遺伝資源等知的基盤関係府省連絡会（６府省が参加）の開催、メーリングリ
ストの設置

環境省 実 S58
・国立環境研究所において微細藻類の系統保存及び分譲等を実施。

文部科学省 実 H14

・「ナショナルバイオリソースプロジェクト」を開始し、研究開発を支える実験動植物
等の生物遺伝資源を国として体系的・戦略的に整備（平成14年度補正予算8億
円、平成15年度予算40億円、平成16年度政府予算案37億円）。また、海洋科学
技術センター「極限環境生物フロンティア研究システム」において、深海や地核内
の微生物や高等生物に係る研究開発を推進（平成15年度予算9億円、平成16年
度　運営費交付金の内数）。

　　(3) 生物遺伝資源の充実

24 ・ それぞれ特徴ある生物遺伝資源の保存等を行っている機関間の一層の連
携を目指したネットワークを整備する。

25 ・ 2010年を目途に世界最高水準の生物遺伝資源を整備するため、ナショナ
ルバイオリソースプロジェクトを着実に推進し、実験動植物（マウス等）や、ヒ
トＥＳ細胞※、各種生物の遺伝子材料等のバイオリソースのうち、国として戦
略的に整備することが重要であるものについて体系的に収集、保存し、提供
するための体制を整備するとともに、疾患モデル動物の開発を行う。また、深
海、地殻内等に生息する微生物の探索・研究を進め、産業上有用な成果を
企業化するための研究開発を行う。

22 ・ 海外の高度人材を活用する観点から、戦略的分野の技術者の入国、就
労、勉学、研修、居住等に係る環境を改善する。また、頭脳流入の拡大を目
指した具体策を取りまとめる。

23 ・ 外国人医師が医師免許を持たなくとも医療行為を行うことが可能な「臨床
修練制度」の要件を緩和する。

分野や他の技術分野、技術移転、リエゾン、知的財産の分野への柔軟な対
応力を身につけさせ、産業競争力強化に資する研究者を養成する。

21 ・ ＢＴ分野等のベンチャーを起こす起業家や経営人材の育成に必要なカリ
キュラム開発、ケース開発、モデル事業を、産学連携により推進する。



厚生労働省 実 H14

・ヒューマンサイエンス研究資源バンク（ＨＳＲＲＢ）　の充実を図るため、現在、試
料を提供してもらえる医療機関数の増加に努めているところ（現時点に　おいて
は、4医療機関から提供有）。剖検後の死体からの組織や移植不適合臓器・組織
の研究利用について検討するとともに、再生医療のための細胞・組織バンクとし
ての可能性についても検討しているところ。
・平成１７年に設立予定の（独）医薬基盤研究所に、これまで厚生労働省の複数
機関で所有してきた遺伝子及び細胞を統合的に管理するバンクを設置する予
定。

農林水産省 実 Ｓ６０
Ｈ１４

・「ジーンバンク事業」におて、有用特性情報の充実、積極的な情報公開により
ジーンバンクの利用性の向上を進めている。
・「イネ・ゲノムリソースセンターの整備(１億円)」において、民間等への円滑な供
給体制の確立及び、これまで蓄積されている精度の高い関連づけられた試料、
データ等の提供を実施している。

経済産業省 実 H14

・生物遺伝資源保存施設を整備し、平成１４年７月から供給開始（１５年１０月時点
で約２万８千の生物遺伝資源を保存）
・「ゲノム情報に基づいた未知微生物遺伝資源ライブラリー構築事業（１５年度予
算：4.3億円、１６年度予算：4.1億円）」による微生物等遺伝資源の収集等

経済産業省 実 H14

・ＮＩＴＥとインドネシア間で包括的覚書（ＭＯＵ）を締結（１４年３月）。
ＮＩＴＥとインドネシア間で締結した包括的覚書（ＭＯＵ）に引き続いて、具体的な共
同研究実施合意書（ＰＡ）を締結し、インドネシアの生物遺伝資源を活用できる体
制を整備したところ。今後、類似のスキームで生物遺伝資源を活用できる国を増
やしていく予定。

インドネシアから１０００株の微生
物をＮＩＴＥに移転し、活用できる
体制を整備したところ。今後、株
数を増やしていく予定。

環境省 実 H14

・環境試料タイムカプセル化事業により、試料の収集保存を実施。（平成１６年度
予算案：1.2億円）

30 ・ 絶滅のおそれのある野生生物の細胞・遺伝子を液体窒素中で長期保存
し、細胞・遺伝子レベルでの種の保存を行うとともに、遺伝情報の解析等にも
活用できる環境分野の知的研究基盤の整備を行う。

28 ・ 難培養微生物※、未知微生物等の有用な微生物及びそれらからのＤＮＡ
等の探索、機能解析研究を行うとともに、その実用化開発を促進する。さら
に、それらを含む有用生物遺伝資源をライブラリー化し、永続的に保存・供給
していく体制を充実させる。

29 ・ 生物多様性条約を踏まえ、海外の国々と生物の移転に係る包括的な覚え
書きや共同研究等により、我が国の企業や研究者が海外の生物遺伝資源を
活用できる体制を順次整備する。

26 ・ 現在、厚生労働省の複数の機関で保有しているヒトや動物の細胞、遺伝子
などの生物遺伝資源の集約、統合化を図るとともに、ヒト組織や薬用植物の
遺伝子の情報も含め、生物遺伝資源の収集・管理体制、またヒューマンサイ
エンス研究資源バンク（ＨＳＲＲＢ）等を通じたそれら資源の提供・供給体制の
一層の整備強化と資源の充実を図る。

27 ・ 植物、動物、微生物等の遺伝資源の収集・特性評価・保管・提供等を行う
農林水産ジーンバンク事業を関係機関（独立行政法人、都道府県、大学、民
間等）と協力して推進するとともに、新たに植物２万点他を収集する。また、イ
ネの完全長ｃＤＮＡやミュータントパネル※等、有用遺伝子の単離・機能解明
に重要となる研究材料の保存及び民間企業等への提供体制の一層の充実
を図る。



内閣府 実 H15 ・H16年度資源配分方針に反映

文部科学省 実 H14

・「２１世紀型革新的先端ライフサイエンス技術開発プロジェクト」（平成15年度予
算28億円、平成16年度政府予算案24億円）において高度先端解析技術開発プロ
グラムを推進。
・経済活性化のための研究開発プロジェクトとして、「次世代の科学技術をリード
する計測・分析・評価機器の開発」（平成15年度予算3億円、平成16年度政府予
算案10億円）や「光技術を融合した生体機能計測技術の研究開発」（平成14年度
補正予算9億円、平成15年度予算5億円、平成16年度政府予算案6億円）を開始。
・科学技術創造立国実現の基盤となる先端計測分析技術、機器の開発及びその
利用を進める「先端計測分析技術・機器開発プロジェクトの推進」を平成16年度
政府予算案に計上。（運営費交付金を含む。）

内閣府 実 H15 ・H16資源配分方針（新原理デバイスの研究開発）

文部科学省 実 H15

・｢ナノテクノロジーを活用した新しい原理のデバイス開発」（平成15年度予算4億
円、平成16年度政府予算案4億円）を開始し、ＢＴとＮＴを融合した研究開発を実
施。

農林水産省 実 Ｈ１４
・「イネゲノムリソースセンターの整備(1億円)」において、イネの完全長ｃＤＮＡを活
用したＤＮＡチップの開発を実施している。

内閣府 実 H15
・H16年度資源配分方針に反映

経済産業省 実 H15

・「マイクロ分析・生産システムプロジェクト（１５年度予算：12.6億円、１６年度予算
11.4億円）」、「バイオＩＴ融合機器開発プロジェクト(１５年度予算：18.7億円、１６年
度予算：17.7億円）」による研究開発の実施。

内閣府 実 H15

・H16年度資源配分方針に反映
・ナノテクノロジー・材料分野の産業発掘の推進について（H15.7.23意見具申）：府
省連携プロジェクト「ナノ関連デバイス」にて新しい診断機器の事業化を推進

経済産業省 実 H14

・「バイオＩＴ融合機器開発プロジェクト(14年度補正予算：12.1億円、15年度予算：
18.7億円、１６年度予算：17.7億円）、タンパク質相互作用解析ナノバイオチッププ
ロジェクト(１５年度予算：4.2億円、１６年度予算：4.0億円）、バイオインフォマティク
ス標準化基準認証研究(１５年度予算：0.5億円）、マイクロ分析生産システム技術
開発プロジェクト(１５年度予算：12.6億円、１６年度予算：11.4億円））」による研究
開発の実施。

内閣府 実 H15
・H16年度資源配分方針に反映

文部科学省 実 H13

・科学技術振興機構（ＪＳＴ）のバイオインフォマティクス推進センターや国立遺伝
学研究所の生命情報・ＤＤＢＪ研究センター等において、研究開発並びにデータ
ベース整備を実施。

農林水産省 実 Ｈ１３
・「植物（イネ）ゲノム研究」のうち、「イネゲノムシミュレーターの開発」　　Ｈ１６：２.
５億円

経済産業省 実 H12

・「バイオインフォマティクス知的基盤整備(１５年度予算：7.8億円、１６年度予算：
7.8億円)」、「バイオインフォマティクス標準化基準認証研究(１５年度予算：0.5億、
１６年度予算：6.4億円の内数)」により、各種データを関連づけたアノテーション等
により、統合データベースの構築等を実施。

36 ・ バイオインフォマティクス分野における研究開発や、それを支える研究情報
基盤について、大学をはじめとする能力ある研究機関等において、急速に増
加するＤＮＡやタンパク質などの生命情報データベースの構築や、それらを
解析、連結するソフトウェアやツールの開発等を重点的に進めるとともに、こ
れら研究機関間の一層の連携強化を図る。

34 ・ ヒトゲノム解析データ等の成果をテイラーメイド医療※や在宅医療診断に
活用していくためのバイオ関連分析機器の実用化を図る。

35 ・ ＩＴ・機器・ナノテクノロジー（ＮＴ）とＢＴとの融合により、各種解析機器を高速
化・高効率化するための研究開発、より高次の生体情報を得られる各種計
測機器の開発を行う。また、バイオツール、バイオインフォマティクス両分野
にわたる国際標準化戦略を含む包括的支援策の検討を開始する。

32 ・ 2010年頃に訪れると予想されるシリコン電子デバイスの微細化の限界を打
破するアプリケーションの一つとして、タンパク質の自己組織化を利用し、超
小型、超省電力のデバイスを世界に先駆けて開発する。

33 ・ ３万種に及ぶイネの完全長ｃＤＮＡ等を活用し、植物研究用ＤＮＡチップ※を
開発する。また、これらを用いた品種判別等の検査・分析産業を創出する。

　３．研究開発のターゲット
　　(3) バイオツール、バイオインフォマティクスへの重点投資

31 ・ ＮＭＲ（核磁気共鳴装置）、遺伝子発現解析バイオイメージング、生体内微
量物質検査等について、現在の検出解析感度を１桁上回るような高度解析
技術等の開発を行うとともに、実用化、市場化に向けた取組を推進する。



内閣府 実 H15
・H16年度資源配分方針に反映

農林水産省 実 Ｈ１４
・政府開発データシステムの整備とともに、研究企画支援システムの構築等を実
施中。

経済産業省 実 H12

・「バイオインフォマティクス知的基盤整備(１５年度予算：7.8億円、１６年度予算：
7.8億円)」、「バイオインフォマティクス標準化基準認証研究(１５年度予算：0.5億
円、１６年度予算：6.4億円の内数)」により、各種データを関連づけたアノテーショ
ン等により、統合データベースの構築等を実施。

内閣府 実 H15
・H16年度資源配分方針に反映

文部科学省 実 H14

・平成14年度補正により、大学を活用した先端バイオテクノロジーに関する研究
や人材育成を行うための拠点として、神戸市に先端ＢＴ関連研究・人材育成拠点
（仮称）を整備。
・「細胞・生体機能シミュレーションプロジェクト」（平成14度補正予算40億円、平成
15年度予算8億円、平成16年度政府予算案8億円）を新たに開始し、BTとＩＴ、ＮＴ
等との融合研究を推進。
・将来的にバイオインフォマティクス等への最先端分野における計算科学によるブ
レークスルーを図ることを目指し、グリッド・コンピューティング環境を構築する「超
高速コンピュータ網形成プロジェクト」（平成15年度予算20億円、平成16年度政府
予算案20億円）により、先端的・基盤的な取組を推進。

内閣府 実 H15
・H16年度資源配分方針に反映

農林水産省 実 Ｈ１３

・「植物（イネ）ゲノム研究）」のうち「イネ・ゲノムシミュレーターの開発(２.５億円)」
において、塩基配列・機能解析等のデータに加え、栽培関連研究での生理データ
を相互に関連づけた総合データベースを整備している。

内閣府 実 H15
・H16年度資源配分方針に反映

経済産業省 実 H14

・「臨床インフォマティクス研究センター（つくば）を整備し、（１４年度補正予算：26
億円）」、「バイオＩＴ融合機器開発プロジェクト(１４年補正予算12.1億円、1５年度
予算18.7億円、１６年度予算：17.7億円）」において、遺伝子やタンパク質のプロ
ファイリングによる診断システムの研究開発を実施。

文部科学省 実 H14

・科学技術振興機構（ＪＳＴ）のバイオインフォマティクス推進センター、国立遺伝研
究所の生命情報・ＤＤＢＪ研究センター等において検討。

経済産業省 実 H15

・「バイオインフォマティクス標準化基準認証研究(１５年度予算：0.5億、１６年度予
算：6.4億円の内数)」を実施し、ＳＮＰｓ等を対象に国際標準化を図っている。

40 ・ 臨床データや患者の医療情報を収集・電子化し、それらの情報と個人の遺
伝情報、タンパク質発現情報等を相互にリンクさせることにより、テイラーメイ
ド医療、予防医療等のベースとなる疾患診断システムの開発など、「臨床イ
ンフォマティクス」分野の開拓を行う。

41 ・ バイオインフォマティクスについては、ＤＮＡ解析やプロテオーム解析※結
果等についての交換プロトコル、データフォーマット、用語等に係る早期の国
際標準化が望まれるため、その方向性、妥当性についての検討を開始する。

38 ・ 生物・工学・情報等の融合研究拠点の整備を行うとともに、細胞・生体機能
のシミュレーション技術の開発、ゲノム、タンパク質、トランスレーショナルリ
サーチ等に関する各種データベースの整備充実、グリッドコンピューティング
環境の構築等バイオインフォマティクス分野における先端的・基盤的な取組
を進める。

39 ・ イネゲノム情報、育種情報、栽培生理情報等の統合データベースの作成と
解析支援システムを開発する。

37 ・ 研究、実用化、データベース公開等ゲノム関連の全段階において民間部
門の参画を確実かつ効率的に行うこととして既に設立されている民間団体を
最大限活用することにより、統合データベースの構築を進めるとともに、多種
多様なデータベースの相互運用性を高めるための検討を行う。



文部科学省 実 H14

・「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト」（平成14年度補正予算83億
円、平成15年度予算22億円、平成16年度政府予算案27億円）を新たに開始し、
個人個人にあった予防・治療を可能とする医療の実現に資する大規模（３０万人
規模）バイオバンクの整備並びにその遺伝子解析に着手。
・理化学研究所遺伝子多型センターにおいて疾患関連遺伝子、薬剤応答性に関
連する遺伝子の研究を推進。

文部科学省 実 H12
・理化学研究所遺伝子多型センターにおいて、疾患関連遺伝子、薬剤応答性に
関する遺伝子の基礎的・先導的な研究開発を推進。

厚生労働省 実 H15

・厚生労働科学研究において、がん、高血圧、糖尿病等の疾患に関する遺伝子、
薬剤応答性に関する遺伝子について二次スクリーニングを平成15年度から開
始。
・厚生労働科学研究において、疾患関連タンパク質解析プロジェクトを平成15年
度から開始。（16年度予算案　6.6億円、15年度予算　5億円、14年度補正　43.3億
円）

経済産業省 実 H12

・「遺伝子多様性モデル解析(１５年度予算：9.6億円、１６年度予算：9.6億円)」によ
る研究開発の実施。

文部科学省 実 H14(一部
H12より)

・「再生医療の実現化プロジェクト」（平成14年度補正予算70億円、平成15年度予
算13億円、平成16年度政府予算案12億円）を新たに開始し、幹細胞を用いた再
生医療の実現に資するため、研究用幹細胞バンクの整備、並びに幹細胞操作技
術や治療技術の開発に着手。
・理化学研究所・発生・再生科学総合研究センターにおいて、発生・再生研究開
発を推進（平成15年度53億円、平成16年度　運営費交付金の内数）。

厚生労働省 実 H14

・新たな骨・軟骨の加工技術、血管新生の技術、血管新生の技術、新たな皮膚移
植技術を開発。今後、機能を保った臓器についての再生技術の開発に資する研
究を推進。

厚生労働省 実 H14

・厚生労働科学研究再生医療研究分野「神経幹細胞を用いた神経変性疾患の治
療に関する研究」において、ヒト神経幹細胞の培養技術が確立されるなど、着実
に成果が上がっており、細胞治療の応用に向け、引き続き研究を推進。

経済産業省 実 H15

・再生医療の標準化等に関する国内外の技術動向調査等を実施中。

厚生労働省 実 H14
・ベクター開発を行っているベンチャーへの出資事業を平成１５年度も引き続き実
施。

内閣官房（知財戦
略本部） 実 Ｈ１５

本年７月、知財戦略本部に「医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調
査会」を設置し、検討を実施中。

50 ・ 近年進展の著しい再生医療及び遺伝子治療関連技術における技術開発
の発明を更に促進するため、特許法における取扱いを明確化すべく、法改正
及び審査基準改訂の必要性について検討し、結論を得る。なお、本検討に当
たっては、医師による医行為等に影響を及ぼさないよう十分配慮する。

48 ・ 再生医療において、産業化を促進する基盤整備の一環として、細胞・組織・
細胞外材料等の処理工程を含む品質管理手法や生体適合性等の評価手法
の開発並びに標準化の検討を行う。

49 ・ 遺伝子治療に用いるベクターの研究開発を支援するとともに、その開発ベ
ンチャーを支援する。

46 ・ 移植用ヒト臓器の再生に関し、形態学的な再生については基礎的データの
収集ができはじめているが、機能的な臓器についてはまだ開発されていない
ため、機能を保った臓器の再生技術の開発を進める。併せて、移植しても拒
絶反応を呈しない臓器の開発を行う。

47 ・ 神経変性疾患の再生及び内分泌系の細胞の再生に関し、臨床応用を開始
する。また、少ないドナーにより対応しながら内分泌、神経等の細胞治療を実
現させるため、機能を温存したまま増殖培養させる技術の開発を行う。

44 ・ 遺伝子多型から疾患遺伝子を解明する手法についても、マイクロサテライ
トとＳＮＰｓを用いて多因子疾患の原因遺伝子を絞り込むアルゴリズム等を開
発する。

45 ・ 再生医療に必要な幹細胞のバンクを整備するとともに、大量増幅技術、細
胞移植技術等その利用技術等を世界に先駆け確立する。特に神経幹細胞
の利用技術を開発し､パーキンソン病等の治療技術を確立するとともに、再
生医療技術による生活習慣病治療技術を開発し実用化を図る。また、発生・
再生の仕組みの解明を進めるとともに、細胞治療を念頭においた幹細胞操
作技術の開発などを推進する。

Ⅱ．戦略１に関する各分野の行動計画
　【医療・健康分野（よりよく生きる）】

42 ・ 遺伝情報を基にした個人個人にあった予防・治療を可能とする医療（テイ
ラーメイド医療）の早期実現を目指す。このため、30万人規模の血液サンプ
ルの収集を行い、ＳＮＰｓ（一塩基多型）と疾患・薬剤応答性（有効性と副作
用）との関連データベースを構築するとともに、個人遺伝情報を臨床応用す
るための検査用診断機器ソフトの開発を行う。また、我が国が世界最高水準
にある遺伝子多型研究を進め、疾患関連遺伝子、薬剤応答性に関連する遺
伝子の研究を推進する。

43 ・ がん、高血圧、糖尿病等の疾患に関する遺伝子、薬剤応答性に関する遺
伝子について二次スクリーニングを進め特定するとともに、疾患関連タンパク
質解析プロジェクト等から得られる大量の疾患関連タンパク質情報を基にバ
イオインフォマティクス技術を活用し、創薬基盤技術として確立する。



内閣府 実 H14

・「知的財産戦略について」をとりまとめ（H１４．６，H14.12,H15.6　関係大臣に意見
具申）
　研究開発成果の権利化・技術移転の促進
　産学官連携推進のための知的財産のあり方
　大学等における知的財産管理体制の充実
　知的財産専門家人材の養成等基盤整備
　先端技術分野（ライフサイエンス、情報通信）における知的財産の保護と活用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など
・知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画（平成１５年７月）へ反映

厚生労働省 実 H14

・産業構造審議会特許制度小委員会医療行為ＷＧにおいて平成１５年４月に取り
まとめられた一定の結論に基づいて特許審査基準が改定され、同年８月以降に
審査される出願に適用されているところ。

経済産業省 実 H15 ・審査基準を改訂し、平成１５年８月以降新審査基準に基づく審査を実施中

厚生労働省 実 H14

・各種の臓器移植に伴う免疫機能の解析を行い、免疫寛容をおこさせる基礎的な
メカニズムを解明したところであり、今後は臨床応用を目指した取組みを行う。

文部科学省 実 H14

・我が国発の革新的創薬等の実現に資するため、「タンパク3000プロジェクト」（平
成14年度補正予算91億円、平成1５年度予算95億円、平成16年度政府予算案90
億円）を推進。
・宇宙環境利用による「蛋白質結晶成長実験運用」を実施（平成15年度予算4億
円、平成16年度　運営費交付金の内数）。
・糖鎖等新たな生命分子の解明に向け、「糖鎖機能を活用した新産業育成支援」
（平成14年度補正予算10億円）を実施。

タンパク質構造解析数：613種類
（平成15年7月現在）

厚生労働省 実 H14

・厚生労働科学研究萌芽的先端医療技術の確立推進研究分野のトキシコゲノミ
クスプロジェクトにおいて、平成１４年度から開始。

厚生労働省 実 H15

・厚生労働科学研究において、疾患関連タンパク質解析プロジェクトを平成15年
度から開始。（16年度予算案　6.6億円、15年度予算　5億円、14年度補正　43.3億
円）【再掲】

厚生労働省 実 H14

・平成13年度より施設整備を着実に進めており、平成16年に完成予定。また、当
該施設を中心とした非公務員型独立行政法人として、独立行政法人医薬基盤研
究所（仮称）を平成１７年４月に設立予定。

経済産業省 実 H14

・「糖鎖エンジニアリングプロジェクト(14年補正予算10.8億円、１５年度予算18.0億
円、１６年度予算：11.0億円)」、「治験支援産業創生先端技術センター(大阪池田)
整備(14年補正予算３億円)」
「タンパク質機能解析・活用プロジェクト(１５年度予算：24.7億円、１６年度予算：
23.5億円)」、「タンパク質相互作用解析ナノバイオチッププロジェクト(１５年度予算
4.2億円、１６年度予算：4.0億円)」、「生体高分子立体情報構造解析(１５年度予算
14.3億円、１６年度予算：14.3億円)」、「健康管理のための年齢軸工学プログラム
(産総研運営費交付金)」の実施。

文部科学省 実 H9

・理化学研究所・脳科学総合研究センター（平成14年度補正予算13億円、平成15
年度予算99億円、平成16年度　運営費交付金の内数）において、「脳を守る」研
究開発を推進。

厚生労働省 実 H14
・厚生労働科学研究費補助金「こころの健康科学研究事業」において、調査研究
を実施している。

56 ・ 完全長ｃＤＮＡを基盤とした有用遺伝子の収集・機能解明、タンパク質機
能・構造解析等の研究開発、測定機器の高度化、加齢に関わる遺伝子解
析、糖鎖構造解析・自動合成装置の開発等、治験支援関連産業創生の環境
整備等を実施する。

57 ・ 精神・神経疾患の原因の解明等、脳機能を解明するための研究を一層強
化し、新しい原理に基づく治療法や予防法の確立に向けた取組を充実する。

54 がん、高血圧等の患者とそれ以外の者におけるタンパク質の量と種類の違
いを同定するための大規模な基盤整備、疾患関連タンパク質の解析プロジェ
クトを推進する。

55 ・ 医薬基盤技術研究所（仮称）を設立し、創薬基盤の確立のために、ゲノム
科学やタンパク質科学の成果を医薬品等の開発に橋渡しする基盤技術の研
究開発拠点を整備する。

52 世界最先端設備（ＮＭＲ、大型放射光施設等）を駆使し、産学官の研究能力
を結集して、約3000種（全基本構造の約1/3）以上のタンパク質基本構造及
びその機能の解析を進めるとともに、微小重量環境下におけるタンパク質結
晶化、糖タンパク質の結晶化や生産技術開発、糖鎖等新たな生命分子機能
の解析などに取組み、我が国発のゲノム創薬の早期実現を目指す。

53 医薬品候補物質のＤＮＡチップを用いた遺伝子発現プロファイルに関する
データをデータベースとして構築し、ゲノム創薬に活用する。更に、遺伝子発
現プロファイリングから、医薬品候補物質の安全性の早期予測システムを確
立する。

51 ・ 細胞移植の際に起きる免疫拒絶反応のメカニズムの解明を行うとともに、
拒絶反応をなくす手法を開発する。



文部科学省 実 H9

・理化学研究所・脳科学総合研究センター（平成14年度補正予算13億円、平成15
年度予算99億円、平成16年度　運営費交付金の内数）において、「脳を創る」研
究開発を推進。

経済産業省 実 H15
・「神経ネットワークの構造と機能に基づく新たな情報処理技術の開発(産総研運
営費交付金)」の実施。

文部科学省 実 H15

・平成15年７月に『「脳科学と教育」研究の推進方策について』をとりまとめ。
・理化学研究所・脳科学総合研究センター（平成14年度補正予算13億円、平成15
年度予算99億円、平成16年度　運営費交付金の内数）において、「脳を育む」研
究開発を新たに実施。
・科学技術振興機構において「脳科学と教育」領域及び「脳の機能発達と学習メカ
ニズムの解明」領域において研究を実施(平成15年度予算6億円、平成16年度
運営費交付金の内数)。

『「脳科学と教育」研究の推進方
策について』（平成１５年７月）

厚生労働省 実 H14
・厚生労働科学研究費補助金「こころの健康科学研究事業」において、調査研究
を実施している。

文部科学省 実 H9

・理化学研究所・脳科学総合研究センター（平成14年度補正予算13億円、平成15
年度予算99億円、平成16年度　運営費交付金の内数）において、「脳を知る」研
究開発を推進。

厚生労働省 実 H14
・厚生労働科学研究費補助金「こころの健康科学研究事業」において、調査研究
を実施している。

内閣府 実 H15

・ナノテクノロジー・材料分野の産業発掘の推進について（H15.7.23意見具申）：府
省連携プロジェクト「ナノ医療デバイス」にて、身体機能代替人工器官の要素技術
の研究開発を推進

文部科学省 実 H15

・ＮＴを活用してヒトの機能を代替・補助することを目指す「ナノテクノロジーを活用
した人工臓器・人工感覚器の開発－ヒューマンボディービルディング－」（平成15
年度予算1.5億円、平成16年度政府予算案4.5億円）を実施。

内閣府 実 H15
・H16年度資源配分方針に反映。（手術用ロボットにつき、H15年度概算要求の優
先順位はS。）

厚生労働省 実 H15

・厚生労働科学研究費補助金「身体機能解析・補助・代替のための機器開発研
究」において平成１５年度より実施。（平成1６年度予算案  7億円、平成１５年度予
算　７億円）

内閣府 実 H15

・ナノテクノロジー・材料分野の産業発掘の推進について（H15.7.23意見具申）：府
省連携プロジェクト「ナノ医療デバイス」にて、身体機能代替人工器官の要素技術
の研究開発を推進

厚生労働省 実 H15

・厚生労働科学研究費補助金「身体機能解析・補助・代替のための機器開発研
究」において平成１５年度より実施。（平成16年度予算案  7億円、平成１５年度予
算　７億円）

内閣府 実 H15

・ナノテクノロジー・材料分野の産業発掘の推進について（H15.7.23意見具申）：府
省連携プロジェクト「ナノ医療デバイス」にて、高機能医療機器の事業化を推進

経済産業省 実 H14

・「健康寿命延伸のための医療機器高度化プログラム(１５年度予算：３１億円)」、
「健康安心プログラム」のうち、医療福祉機器関連開発等(１６年度予算額：３２．５
億円)」の実施。

内閣府 実 H15

・ナノテクノロジー・材料分野の産業発掘の推進について（H15.7.23意見具申）：府
省連携プロジェクト「ナノ医療デバイス」にて、在宅健康管理機器の実現を推進

64 ・ 早期診断・短期回復を可能とするための高度医療機器や再生医療を支援
するための自動培養装置等の開発により、国民が自立して健康に暮らせる
期間（健康寿命）の延伸及び医療機器産業の国際競争力強化を目的とした
研究開発を実施する。

65 ・ 予防医療確立に向け、ＩＴを活用した次世代生体情報計測機器や生体情報
の定量的評価手法の開発等により、在宅健康管理システムの確立を図る。

62 ・ 精密作業の可能なマニュピュレーターや画像ガイド下での手術支援を行う
低侵襲医療機器等の医療機器研究を推進する。

63 ・ 身体内部機能を代替する人工インプラント等の医療機器研究開発を研究
支援策の充実等により推進する。

60 ・ 非侵襲的脳機能イメージング等の先端的な計測・解析技術の開発をはじ
め、脳やこころの健康についての基礎的・基盤的研究開発の一層の推進を
図る。

61 ・ ナノテクノロジー（ＮＴ）、ＢＴ及びＩＴを融合して、ヒトの機能を代替・補助する
生体適合性材料・五感センサ等を開発することを通じ、人工臓器、人工感覚
器の開発を行う。

58 ・ 脳の働きを人工的に再現することにより、現在のコンピュータとは異なる全
く新しい情報処理原理に基づく脳型コンピュータの開発に取り組む。また、脳
型コンピューティングの実現を目指して人間の社会行動の基盤となる高次脳
機能の研究を推進し、脳科学、情報科学等の融合等を図る。

59 ・ 学習・言語・感情・運動発達をはじめとした、脳の高次機能の発達機構の
解明についての分野融合的な研究を進めることなどを通じ、こころの健康の
保持・増進や精神・神経疾患の治療実現に向けた取組を充実する。



経済産業省 実 H15
・「バイオ・ＩＴ融合機器開発プロジェクト(１５年度予算：21.7億円の内数、１６年度
予算額：20.7億円の内数)」の実施。

厚生労働省 実 H15

・平成１５年度厚生労働科学研究費等により、健康食品素材を広く、有用性や安
全性を見るための新たな手法の開発を目的とする研究を実施。引き続き「いわゆ
る健康食品の健康影響と健康被害に関する研究」と「いわゆる健康食品の有効
性の評価に関する研究」を実施。

農林水産省 実 Ｈ１１

・「遺伝子組換え技術を応用した次世代型植物の開発に関する研究」において、
遺伝子組換え技術による形質転換を行い、高機能性作物や高品質作物など、画
期的な植物の開発を実施している。

文部科学省 実 H13

・海洋科学技術センター「極限環境生物フロンティア研究システム」（平成15年度
予算9億円、平成16年度　運営費交付金の内数）において、海洋における極限環
境生物の有効利用等に係る研究開発を実施。

農林水産省 実 Ｈ14

・「農林水産バイオリサイクル研究（１３億円）」において、水産加工廃棄物からセ
ラミド等の機能性物質を抽出し、精製技術や利用技術の開発を実施している。

農林水産省 実 H13

・「食品の安全性及び機能性に関する総合研究（１０億円）」において、ＤＮＡチップ
等を活用した食品の生体調節機能の解明と利用技術の開発、食品素材の組み
合わせ効果の解明、ポリフェノール等の調理中の変化の把握について実施して
いる。また、流通・加工過程における食品の機能性成分の維持・増強技術の開発
を行う。
・「乳酸菌を利用した免疫調節機能を有する乳製品の開発」において、乳酸菌の
消化管を介して発揮する免疫機能を明らかにするとともに、有用乳酸菌株を選抜
し、生活習慣病や食物アレルギー等の予防・治療への効果が期待できる乳酸菌
飲料や発酵乳製品等の開発を実施している。

農林水産省 実 H15

・「新鮮でおいしい「ブランド・ニッポン」農産物提供のための総合研究（１１億円）」
において、消費者ニーズを踏まえて研究開発の方向性を明確にし、麦・大豆・野
菜等について「環境負荷低減型農作物」、「健康増進型農作物」の開発及びこれ
らを活用した新規食品の開発を実施している。

農林水産省 実 H14

・「先端産業を活用した農林水産研究高度化事業（３０億円）」を実施している。
（平成１５年度採択件数　５４件）

農林水産省 実 Ｈ１５

・「植物（イネ）ゲノム研究（３１億円）」において、生産物の品質、機能性物質の生
産等重要な形質に絞った遺伝子の解明について実施している。

農林水産省 実 Ｈ１４

・「DNAマーカーによる効率的な新品種育成システムの開発（5億円）」において、
産学官連携のもと、稲、大豆等において有用遺伝子の精度の高いＤＮＡマーカー
の作出を進めるとともに、これを活用した新品種育成システムの開発を実施して
いる。

農林水産省 実 Ｈ１１

・「遺伝子組換え技術を応用した次世代型植物の開発に関する研究」において、
遺伝子組換え技術による形質転換を行い、病虫害抵抗性品種や不良環境耐性
植物など、画期的な植物の開発を実施している。

74 ・ 組換え遺伝子技術により、不良環境に耐性のある作物や、低農薬栽培を
可能とする高度病害虫抵抗性作物の開発を行うとともに、消費者メリットのあ
る遺伝子組換え農作物を開発する。

72 ・ イネの塩基配列データを基に、①画期的な新品種開発、②不良環境にも
強いイネや環境修復植物の作出、③有用物質生産のための植物工場の実
用化等に活用し得る有用遺伝子の機能解明研究を重点的に推進する。

73 ・ 主要農作物では、病害抵抗性、品質、ストレス耐性や高機能性、家畜で
は、肉質や疾病等、魚介類では、成長・耐病性等に関わるＤＮＡマーカーを早
期に探索し、これを利用した効率的育種システムを開発する。

　【食料分野（よりよく食べる）】

70 ・ ＤＮＡマーカー※選抜技術、微量成分分析技術等先端技術を駆使し、麦、
大豆、野菜等について、消費者の求める「環境負荷低減型農作物」、「健康
増進型農作物」の開発と、これら新品種を活用した新規食品等の開発を促進
する。

71 ・ 産学官連携のもと食料生産、食品産業に積極的なＢＴ技術の導入を図るた
めの各種研究の迅速な推進を図るとともに、地域の特色を生かし、かつ地域
の活性化につながる農林水産物生産、加工に係るＢＴ技術の開発等を企画
から実施まで地域で一貫して行う。

68 ・ 水産生物、海洋微生物等が有する機能性物質を探索し、有用成分の構造
と機能の発現機構を解明するとともに、分離・精製技術や利用技術の開発を
行う。

69 ・ ＤＮＡチップ等を活用して食品の生体調節機能を解明するとともに、食品素
材の組み合わせによる効果等を解明する。また、調理による機能性成分の
消長・化学変化とそれに伴う機能性の変化を追求し、機能性保持に有効な調
理条件の確立を図る。さらに、新たな組成のオリゴ糖等の糖質を生成する酵
素利用技術の開発や、カロチノイドやリグナン物質、乳酸菌のプロバイオテッ
ク（体に良い働きをする微生物の）機能性等を利用した高品質畜産物の生産
技術の開発を行う。

66 ・ いわゆる健康食品の成分分析や実験・疫学データなどからその有効性の
評価を推進する。

67 ・ マーカー遺伝子等が残らない我が国独自の遺伝子組換え技術により、成
人病予防等の保健・予防機能を有する遺伝子組換え農作物等を開発する。



農林水産省 実 Ｈ８

・先端技術等地域実用化研究促進事業　うち優良種畜の安定的大量生産技術の
開発
畜産振興総合対策　うち畜産技術衛生対策事業
「体細胞クローン動物安定生産技術の確立研究（0.5億円）」において、高い死産
率の解明やその対策のための研究や、遺伝子レベルでの原因究明のための研
究開発を実施している。

農林水産省 実 Ｈ１５

・「養殖用水産生物におけるゲノム情報を用いた育種基礎技術の開発」におい
て、ヒラメを中心としてゲノム構造を解析することにより、ゲノム情報のデータベー
ス化及びＤＮＡマーカーを利用した育種技術開発を実施している。

ヒラメのBACライブラリーを作成
した。

農林水産省 実 H１５

・民間企業等が、大学・独法の潜在的研究能力・成果・人材・施設等を活用して行
う研究開発の取組を支援し、農林水産業・食品産業の発展に貢献する新産業創
出のため「民間結集型アグリビジネス創出技術開発事業（6億円）」を実施してい
る。
（平成１５年度採択件数　　１３課題）

農林水産省 実 H１５

・バイオ等生物系産業技術により新産業の創出、企業化を促進するため、産学官
の連携により、異分野の研究者が共同して行う研究開発を通じて、画期的な技術
開発や地域資源等を活用した研究開発を行うため「生物系産業創出のための異
分野融合研究支援事業(１８億円)」を実施している。
（平成１５年度採択件数　　４課題）

文部科学省 実 H15

２１世紀ＣＯＥプログラムにより、人獣共通感染症に係る拠点を整備（平成１５年
度）するとともに、科学技術振興調整費において、ＳＡＲＳの診断・検査手法等に
関する緊急研究を実施（平成１５年度）

農林水産省 実 Ｈ１５（１４）

・「牛海綿状脳症（BSE）及び人獣共通感染症の制圧のための技術開発（9億円）」
において、プリオン蛋白質の性状解析、ＢＳＥ診断技術の開発、環境中の異常プ
リオン蛋白質の動態解明・不活化技術の開発等を実施している。

「動物の伝達性海綿状脳症の実
験指針」を作成した。

経済産業省 実 H15

・標準化にむけた調査研究を１５年度から実施している。

農林水産省 実 H14

・「食品の安全性及び機能性に関する総合研究（１０億円）」において、品種・産地
判別技術の開発を実施している。また、安全な食品の生産・流通のため、有害微
生物等の検出技術の開発を実施している。

農林水産省 実 Ｈ１４

・「21世紀最大の未利用資源活用のための「昆虫・テクノロジー」研究（5億円）」に
おいて、これまでのゲノム解析の結果等を活用して、民間企業、大学等がもつ創
薬等のノウハウを結合させ、独創的な昆虫由来のゲノム創薬の開発を実施してい
る。

農林水産省 実 Ｈ１４

・「21世紀最大の未利用資源活用のための「昆虫・テクノロジー」研究（5億円）」に
おいて、塩基配列情報を基に有用遺伝子の単離を行うとともに、民間企業等と連
携して機能解明を実施している。また、昆虫の機能を活用した有用物質の大量生
産技術（昆虫工場）の開発を実施している。

文部科学省 実 H15

・廃棄物・バイオマスの再資源化やエネルギー回収等を目指す「一般・産業廃棄
物・バイオマスの複合処理・再資源化プロジェクト」（平成14年度補正予算33億
円、平成15年度予算4.5億円、平成16年度政府予算案4.8億円）を実施。

　【環境・エネルギー分野（よりよく暮らす）】

84 ・ 都市系廃棄物等の未利用バイオマスを原料とした高効率水素ガス発生技
術、燃料電池技術等を最適に組み合わせて、季節需要に応じて電気、熱、有
機肥料等を産出するシステムの開発を行う。

82 ・ 次世代ワクチンの開発のため、多機能ワクチンを効果的に免疫系に運ぶ
ための技術を開発するとともに、多機能・省力型次世代ワクチンの開発を行
う。

83 ・ 動植物から抗菌作用等をもつ有用物質を生成する遺伝子の単離、機能解
明を行うとともに、これら有用物質の大量生産システムを開発する。

80 ・ 食品等に含まれる抗生物質、微生物毒素を検出するための技術である免
疫化学測定法は化学分析法と比較して迅速、廉価、簡便であり、食品・農産
品等に対する公的分析法として確立するために、標準化を検討する。

81 ・ 表示項目を科学的に検証するため、ＤＮＡ・微量成分等による品種・産地判
別技術を開発する。また、抗体等を用いた有害微生物・毒素等の超高感度
検出技術を開発する。

78 ・ 研究開発投資が他産業に比べて少ない農林水産・食品産業分野におい
て、バイオ等生物系先端技術により新産業の創出、企業化を促進するため、
産学官の人的交流等を強化するとともに、バイオベンチャーの創出を目指し
た若手研究者の独創的な着想に基づく研究や民間企業、大学、独立行政法
人等の研究者が参画する異分野融合研究を実施する。

79 ・ ＢＳＥについて、プリオンタンパク質の性状解明、診断技術の開発、環境中
の異常プリオンタンパク質の動態解析・不活化技術の開発を実施する。ま
た、重要な人獣共通感染症についても、診断技術や予防技術の開発を実施
する。

76 ・ 水産生物の高成長、耐病性等に関する形質の探索を行うとともに、高成
長、耐病性等を強化した養殖系品種の開発を行う。

77 ・ 農林水産・食品産業等の分野における民間の研究開発を促進するため、
競争的研究資金による基礎研究、地域の産学官を結集した新事業創出に関
する研究開発を行う。

75 ・ 受精卵移植技術、受精卵クローン等繁殖技術の高度化・安定化を図る。



環境省 実 Ｈ１５
・国立環境研究所において研究を実施。

農林水産省 実 Ｈ１３

・「地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発（4億円）」
において、地球温暖化対策として期待される化石燃料代替エネルギーとして有機
性資源を用いた新エネルギー生産技術の開発を実施している。

経済産業省 実 H13

・「バイオマスエネルギー高効率転換技術開発（１５年度予算：２８億円、１６年度
予算：３８億円）」の実施。

文部科学省 実 H12

・理化学研究所・植物科学研究センター（平成15年度予算17億円、平成16年度
運営費交付金の内数）において、環境浄化や有用物質生産等に向けた研究開発
を実施。

農林水産省 実 H１５

・「農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発（4億円）」にお
いて、生物を用いた環境修復技術の開発を始めとして、分解・無毒化技術の実証
研究を通じたリスク低減化技術の開発を実施している。

経済産業省 実 H14

・「生分解・処理メカニズムの解析と制御技術開発（１５年度予算：6.4億円、１６年
度予算：6.1億円）」の実施。

環境省 実 H13

・環境技術開発等推進費（平成１６年度予算案：8.2億円）、廃棄物処理等科学研
究費補助金（平成１６年度予算案：11.5億円）においてＢＴを活用した課題を採択
し、研究資金を配分。

環境省 実 H14

・国立環境研究所において研究を実施。

環境省 実 H15

・ナノテクノロジーを活用した環境技術開発推進事業を推進。（平成１６年度予算
案：１億円）

農林水産省 実 Ｈ１４

・「２１世紀最大の未利用資源活用のための「昆虫・テクノロジー」研究(5億円)」に
おいて、これまでの研究成果及び平成１４年度補正予算によるカイコ全ゲノム情
報解読結果を活用して民間企業・大学等がもつノウハウを結集し、農業用、衛生
害虫用のゲノム創薬の開発、昆虫が生産する素材を用いた新素材の開発や有用
物質生産技術の開発を実施している。
・「生物機能を活用した環境負荷低減技術の開発（４億）」において、作物が本来
持つ機能や生物間の相互作用を活用して、環境負荷の少ない病害虫防除技術
等を開発することとしている。

カイコ全ゲノムの概略解読を終
了（論文発表準備中）

農林水産省 実 Ｈ１４

・「農林水産バイオリサイクル研究（１３億円）」において、工業原材料用作物の低
コスト生産技術及び作物から工業原材料への変換技術の開発を実施している。

経済産業省 実 H13

・「生物機能を活用した生産プロセスの基盤技術開発(１５年度予算14.8億円、１６
年度予算：12.3億円)」の実施。

94 ・ 組換え体微生物等を用いて、機能性食品や医薬品・化粧品を始めとする
高付加価値なバイオマス由来工業製品の原料を生産する技術を開発する。

95 ・ 微生物機能を活用した有用物質生産プロセスの高効率化を図るため、解
読されているゲノム情報を基に、不要な遺伝子の削減やシミュレーションモデ
ルの開発等を行い、物質生産プロセス用宿主細胞（大腸菌、酵母、枯草菌、
コリネ菌等）を高性能化するための技術を開発する。

92 ・ バイオナノテクノロジーを活用して、環境中の有害物質等の健康、生態へ
の影響を低コストで迅速・正確・多角的に評価できるＤＮＡ、細胞等を載せた
「環境チップ」を開発する。

93 ・ 昆虫ゲノムの解析を進め、組換え体カイコを用いた抗菌タンパク質、動物
医薬、クモ糸様高性能繊維等の生産技術や昆虫の産生物を用いて画期的な
新素材を開発する。また、選択性が極めて高く、環境に優しい農薬を開発す
る。

90 ・ 基礎的研究のブレークスルーとなり、実用化においても経済性の向上など
の効果が期待されるＢＴを活用した環境研究、環境技術開発について、競争
的研究資金を活用し、その推進を図る。

91 ・ 油汚染により損傷を受けた海域の環境修復を図るために、有効なバイオレ
メディエーション技術の開発及び生態系影響評価手法に関する研究を行う。
また、高度処理浄化槽・水生植物等を活用した水質浄化技術（バイオ・エコエ
ンジニアリング）の開発を行う。

88 ・ 重金属等による汚染リスクを低減するため、農用地土壌等の浄化を可能に
する植物、微生物の作出とその利用技術を開発する。

89 ・ 微生物等の機能を活用した廃棄物や汚染物質の処理を実現するため、メ
タン発酵の高効率化や難分解性物質のバイオレメディエーション技術を確立
するための技術を開発する。

86 ・ 経済性の制約を克服し、バイオマスエネルギーの実用化を図るため、バイ
オマス資源を水素、メタンなどの気体燃料、エタノールなどの液体燃料等の
有用なエネルギーに高効率で転換する、二段発酵等の生物化学的変換等に
よる技術を開発する。

87 ・ 植物の環境浄化・修復に関わる機構の遺伝子レベルの解明から実用植物
レベルの応用研究を進め、環境浄化と有用物質生産技術の開発を図る。

85 ・ 農林系廃棄物等からバイオマスエネルギーを効率的に生産する技術を実
用化する。特に、木質系廃棄物等のバイオマス資源を糖化した上で、微生物
を用いて発酵し、液体燃料（エタノール）へ変換する技術の早期実用化に取り
組む。



経済産業省 実 H14

・「新規不斉合成バイオ触媒技術の開発及び実用化研究（実用化補助金）(14年
補正予算：2.7億円)」
・「植物利用エネルギー使用合理化工業原料生産技術開発(１５年度予算：8.6億
円、１６年度予算：8.2億円)」、「植物機能改変技術実用化開発(１５年度予算：3.8
億円)」、「バイオプロセス実用化開発プロジェクト（１６年度予算：21.1億円）」の実
施。

文部科学省 完 H15

・平成１５年度新たに、試験研究費総額の最高１０％（３年間の時限祖措置として
最高１２％）相当額を税額控除する制度を創設。また、特別共同試験研究費の１
２％（３年間の時限措置として１５％）相当額を法人税・所得税から税額控除する
制度を創設。

厚生労働省 完 H15
・平成１５年度税制改正によって、従来の増加試験研究税制との選択制で、試験
研究費総額の一定割合を控除する制度等を新たに創設したところ。

農林水産省 実 Ｈ１４

2003年度税制改革の概要（研究開発関係）文科省、厚労省、農水省、経済省、環
境省
・試験研究費の総額に係わる税額控除制度に創設（所得税、法人税）
・産学官連携の共同研究・委託研究に係わる税額控除制度の創設（所得税、法
人税）
・中小企業技術基盤強化税制の拡充（所得税、法人税）
・開発研究用設備の特別償却制度の創設（所得税、法人税）
【「平成15年度税制改正大綱」決定】（政審・総務会2002.12.13)
　・試験研究費売上高比率に応じた傾斜型控除率の設定（現行制度と選択可能）
　・さらに、産学官連携共同研究には15%の税額控除率を適用（4年目以降は12%）
　・さらに、研究開発用機械・設備の取得価額の50%の特別償却（2006年3月まで）
　 （注）　現在は試験研究費の増加率を基準

経済産業省 完 H14

経済省［関係府省］１５年１月以降に始まる事業年度から以下の項目を実施
・試験研究費売上高比率に応じて、試験研究費総額の８～１０％を税額から控除
（法人税、所得税）
・時限措置として、当初３年間は１０～１２％の控除を認める
・ただし、法人税額の２０％が控除の上限。上限を超える部分については、研究費
総額が前年より増えていることを条件に、翌期に繰り越して控除できる

環境省 完 H15

・試験研究費の総額に対する特別税額控除制度を創設
・産学官連携の共同研究・委託研究に関する特別税額控除制度を創設
・中小企業に対する特別税額控除制度の特例を拡充

経済産業省 実 H15
・国際標準化戦略の一環としてバイオ分野の計量標準に関する調査を実施中。ま
た、日本工業標準調査会を平成１６年３月に開催予定。

経済産業省 完 H15

・産業活力再生特別措置法の改正により、商法、税制の特例措置、政策金融等
の支援措置を延長、拡充（１５年４月９日施行）
１月９日現在認定件数：５１件（うち経済産業省認定は３７件）

　　(2) ベンチャー企業の活性化

98 ・ 我が国の研究開発成果の国際的普及、バイオ産業の国際的競争力強化
の観点から、バイオ分野における国際標準化戦略を策定する。

　２．産業化に向けた各主体の能力の大幅強化
　　(1) 大規模企業の創出と大企業の経営資源を活かしたバイオ関連産業の強化

99 ・ 個々の企業やグループの枠を超えた思い切った事業再構築や産業再編を
促すため、産業再生法を改正し、商法特例、税制措置、政策金融措置等の
支援措置の延長・拡充を行うべく検討を進める。

96 ・ バイオプロセス導入のボトルネックとなっている高機能酵素の耐熱性、耐
久性等を抜本的に向上させるための研究開発や植物工場実現のための代
謝経路の解析・制御・機能改変技術等の開発を行う。

戦略２．産業化プロセスの抜本的強化
　Ⅰ．戦略２に関する分野横断的な事項に関する行動計画
　　１．産業化のインセンティブの抜本的改革
97 ・ 産業活動におけるバイオ技術の取組を支援するため、試験研究費の増額
分について税額控除を認めている現行制度から、研究開発支出の総額の一
定割合を税額控除とする制度への変更を検討する。



内閣府 実 H15
・「研究開発型ベンチャーの創出と育成について」をとりまとめ（H15.5.27）、関係大
臣に意見具申

経済産業省 完 H15

・１５年度の税制改正において、エンジェル税制に投資時点での特別控除制度を
創設するとともに、１６年度の税制改正において、対象となる企業の要件緩和を
実施

内閣府 実 H15

・「研究開発型ベンチャーの創出と育成について」をとりまとめ（H15.5.27）、関係大
臣に意見具申

経済産業省 完 H14

・中小企業挑戦支援法を制定し、設立時の最低資本金規制の特例を設けるととも
に、中小企業等投資事業有限責任組合の投資対象を拡大し、企業組合の組合
員の要件緩和を実施
【最低資本金規制特例措置件数】　※１月６日現在
申請：１０，４３８件、設立：７，９５８件
会社設立手続きの電子化・簡素化について報告書取りまとめ

内閣府 実 H15
・「研究開発型ベンチャーの創出と育成について」をとりまとめ（H15.5.27）、関係大
臣に意見具申

経済産業省 実 H14
・「大学発ベンチャー経営等支援事業（１５年度予算：1.5億円、１６年度予算：2.0億
円）」により実施中。

内閣府 実 H15
・「研究開発型ベンチャーの創出と育成について」をとりまとめ（H15.5.27）、関係大
臣に意見具申

文部科学省 実 H11

・文部科学省においては、以下の制度について中小企業技術革新制度（日本版Ｓ
ＢＩＲ）を適用。
　○独創的革新技術開発研究提案公募制度に係る補助金
　○科学技術振興調整費（以下の経費に限る）
　　・先導的研究等の推進に係る委託費
　　・総合研究に係る委託費
　　・生活・社会基盤研究に係る委託費
　　・知的基盤整備推進制度に係る委託費
　　・目標達成型脳科学研究推進制度に係る委託費
　　・ゲノムフロンティア開拓研究推進制度に係る委託費
　○研究成果最適移転事業（プログラムＢ）

経済産業省 実 H14

・「ＳＢＩＲに係る成果事例集」を１４年１１月に作成し、関係省庁と協力の上、広く民
間企業や政府・自治体・研究機関に対して関連情報を提供中
統一運用方針に基づき、１５年度から一部事業において、実施可能なものから対
応中

文部科学省 実 -

・競争的資金（科学研究費補助金、戦略的創造研究推進事業等）の拡充や各種
プログラム（２１世紀ＣＯＥプログラム、私立大学学術研究高度化事業）等を通じ、
ＢＴ分野の優れた基礎研究を推進。

文部科学省 実 H14

・個人個人にあった予防・治療を可能とする医療や再生医療の実現等を目指し、
経済活性化のための研究開発プロジェクト（リーディングプロジェクト）を平成14年
度補正予算より実施。

　　(3) 技術シーズの供給役としての大学・公的研究機関等

104 ・ 大学等におけるＢＴ分野の基礎研究を強力に推進する。

105 ・ 卓越したリーダーの下で大学と産業界がプロジェクト形成段階から一体的
に協力するとともに、両者のポテンシャルを最大限に活用した研究開発を行
い、新しい市場創出と高い経済活性化を図る研究開発プロジェクト（リーディ
ングプロジェクト）をテイラーメイド医療等で推進する。

102 ・ 大学発ベンチャー経営等支援事業において、優れた技術を有する一方で
経営等のノウハウに欠けがちな研究者等に対して、経営・法務面等での助言
を行うアドバイザー等の派遣を行う。

103 ・ 中小企業の研究開発から事業化までを一貫して支援する中小企業技術革
新制度（ＳＢＩＲ）については、関係各省庁が協力して作成した統一運用方針
の着実な実行や、本年度中に完成予定のＳＢＩＲに係る成果事例集による関
連製品のＰＲ等を通じて、今後とも一層の充実を図る。

100 ・ 創業支援に関する各種税制措置について所要の見直しを検討する。

101 ・ 会社設立に要する時間や事務負担を大幅に削減するため、電子化・業務
合理化を通じて手続の簡素化を図る。また、起業のハードルとリスクとなって
いる各種規制について見直しを行う



文部科学省 実 H14

・科学技術振興調整費「新興分野人材養成」プログラムにより知的財産の保護・
活用やライフサイエンスの融合分野等を担う人材を戦略的に養成する（民間企業
等の参画も想定）ユニットを設置。さらに大学等に知的財産・技術移転等の専門
知識を有する人材を配置するため「産学官連携支援事業」（平成15年度予算14億
円、平成16年度政府予算案14億円）を実施。

文部科学省 実 H9
・大学等公的研究機関の研究情報や研究成果等に関するデータベースを科学技
術振興機構（ＪＳＴ）等において整備・運用を実施。

内閣官房（知財戦
略本部） 実 Ｈ１５

知財戦略本部において、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画を
策定し、本施策も含め推進している。

文部科学省 実 H14

・経済活性化のための研究開発プロジェクト（リーディングプロジェクト）を平成14
年度補正予算より実施。（総額：平成14年度補正予算437億円、平成15年度予算
115億円、平成16年度政府予算案125億円、うちライフサイエンス関連：平成14年
度補正予算212億円、平成15年度予算48億円、平成１6年度政府予算案52億円）

農林水産省 実 Ｈ１４
・農林水産研究基本目標等に基づき、基礎的研究と現場対応型研究を両輪に推
進している。

内閣官房（知財戦
略本部） 実 Ｈ１５

知財戦略本部において、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画を
策定し、本施策も含め推進している。

内閣府 実 H15

・地域科学技術振興施策の推進として、地域クラスター、産業クラスターの推進
（「H1６年度予算、人材等の資源配分方針」）
・「研究開発型ベンチャーの創出と育成について」をとりまとめ（H15.5.27）、関係大
臣に意見具申

文部科学省 実 H14

・科学技術振興調整費により「産学官連携の効果的な推進」（マッチングファンド）
プログラムを実施。また、大学等に知的財産・技術移転等の専門知識を有する人
材を配置するため「産学官連携支援事業」（平成15年度予算14億円、平成16年度
政府予算案14億円）を実施。

経済産業省 実 H14
・「大学発事業創出実用化研究開発事業（１５年度予算：24.1億円、１６年度予算：
26.0億円）」により実施中。

内閣官房（知財戦
略本部） 実 Ｈ１５

知財戦略本部において、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画を
策定し、本施策も含め推進している。

内閣府 実 H14
・「知的財産戦略について」をとりまとめ（H１４．６，H14.12,H15.6　関係大臣に意見
具申）

文部科学省 完 H14

・発明補償金の上限（600万円／年）撤廃（平成15年1月29日に文部科学大臣決
定し各国立大学等に通知）及び増額を柱とした国立大学（大学共同利用機関含
む）共通の規定を制定。平成15年度から運用。

・発明補償金の上限（600万円／
年）撤廃。

農林水産省 実 Ｈ１３
・実施料収入に応じて研究者に支給される補償金に関し、支払額の向上及び年
間支給額の上限の撤廃を規程で措置済。

経済産業省 完 H14
・産業技術総合研究所において知的財産に関する各種規程を制定するとともに、
知財活動に対する優先的な研究費配分インセンティブを設定

環境省 実 H13
・国立環境研究所において、職員の職務発明等に関する補償金の支払い要領を
定めているところ。

内閣府 実 H14
・「知的財産戦略について」をとりまとめ（H１４．６，H14.12,H15.6　関係大臣に意見
具申）

110 ・ 発明補償金の上限撤廃及び増額を柱とする国立大学（大学共同利用機関
を含む。以下同じ。）共通の規定を制定するとともに、法人化後の国立大学
や研究開発型独立行政法人においては、各法人ごとの規程を整備する際
に、発明者個人への適切な発明補償金の支払いについて規定する。また、
知的財産の創造活動に係る業績に応じて優先的に研究費配分を行うなど、
多様なインセンティブを設ける

111 ・ 大学の発明委員会において、学生を含め共同研究者を明確にする旨を各
大学の発明規程に明記するよう、周知徹底を図る。併せて、出願時におい
て、各発明者の寄与度を明確化しておくよう奨励する。

108 ・ 大学・公的機関等において、企業の参加を得て戦略的、集中的に知的財
産を創造、活用するため、基礎的研究段階からその研究成果の応用、技術
移転に至るまで一貫して実施する研究開発を推進する。

109 ・ 大学やＴＬＯの技術シーズと産業界のニーズのマッチングを強化させるた
めの研究開発事業や情報提供事業を推進する。また、大学・公的研究機関
等において、企業ニーズや社会ニーズに迅速かつ的確に対応した研究テー
マの設定や評価、共同研究の推進等を行うことができるよう、民間からの
コーディネート人材の登用を含め、産学官連携のためのコーディネート機能
を強化する。

106 ・ 新技術に関するシーズを素早く取り上げ、企業化に結びつける目利き人材
の雇用等を企業に働きかけるとともに、企業の人材を一定期間大学等に派
遣し、先端技術の知見等を習得する機会を増加させる。

107 ・ 大学・公的研究機関等の研究課題・内容、従事者、成果等に関する総合的
なデータベースの整備と情報の積極的な提供を進める。



文部科学省 実 H14

・知的財産ワーキンググループ報告書（平成14年11月）で示されている学生を含
めた発明の取扱等について、諸会議等を通じ大学等に対し積極的に周知を図っ
ている。
・国内の判例、諸外国の判例、諸外国の指針の有無等に関する関係省による調
査検討の動向を見つつ、発明者の判断基準についての参考事例を各大学に周
知する。

経済産業省 完 H14
・大学の発明に係る出願時において、各発明者の寄与度を明確にするよう、ＴＬＯ
（技術移転機関）関係者に徹底している

経済産業省 完 H14

・「産総研ベンチャー支援任用」等のベンチャー支援制度を開始し、ベンチャー開
発戦略研究センターの研究に反映

文部科学省 実 H13
・「学術情報ネットワーク（スーパーＳＩＮＥＴ）」の整備を推進。（平成15年度予算62
億円、平成16年度概算要求額　運営費交付金の内数）

厚生労働省 実 H14

・平成１４年度より国立保健医療科学院に研究情報センターを設置し、研究情報
の収集、活用及び情報提供に関する支援等の体制を整備するとともに、同院ホー
ムページ上に厚生労働科学研究成果データベースを設け、研究成果を公開。

経済産業省 実 H14

・「バイオ・ＩＴ融合研究施設整備事業（１４年度補正予算：250億円）」、「大学連携
型起業家育成施設整備事業（１４年度補正予算：53億円、１５年度予算：20億円、
１６年度予算：15.2億円）」により、オープンスペースラボ等を整備。

内閣官房（知財戦
略本部） 実 Ｈ１５

知財戦略本部において、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画を
策定し、本施策も含め推進している。

内閣府 実 H14
・「知的財産戦略について」をとりまとめ（H１４．６，H14.12,H15.6　関係大臣に意見
具申）

文部科学省 実 H14

・科学技術振興調整費「新興分野人材養成」プログラムにおいて、平成１４年度よ
り知的財産の保護・活用等に関する人材養成を実施。なお、平成１５年度よりは、
知的財産のうち、特にバイオテクノロジーに特化した人材養成についても併せて
実施。

内閣官房（知財戦
略本部） 実 Ｈ１５

知財戦略本部において、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画を
策定し、本施策も含め推進している。

内閣府 実 H14
・「知的財産戦略について」をとりまとめ（H１４．６，H14.12,H15.6　関係大臣に意見
具申）

文部科学省 実 H15

・平成15年度に、科学技術振興機構において特に海外出願関係経費を中心に技
術移転支援センターにおいて特許化支援を実施（平成15年度予算16億円、平成
16年度　運営費交付金の内数）。

・技術移転支援センターを設置。

農林水産省 実 Ｈ１３
・各独法の運営費交付金で知的財産権の取得・維持に要する経費を手当済。

116 ・ 大学・公的研究機関やＴＬＯ等における知的財産の権利化を促進するた
め、今後（国立大学については法人化にあわせ）特許出願の明細書作成・弁
理士費用、海外出願・国際（ＰＣＴ）出願の費用、特許維持費用等について、
必要十分な経費の確保に努める。また、国立大学の法人化前であっても、Ｔ
ＬＯを通じた個人帰属の特許活用を推進することとし、海外出願、国際（ＰＣ
Ｔ）出願の費用確保に努める。

114 ・ 産業技術総合研究所（地域センター）内に実用化技術開発のための試作
設備などを有する産学官共同研究施設及び大学連携型の起業家育成施設
（インキュベータ）を整備する等、必要な措置を講ずる。

　　(3) 戦略的な知的財産政策の強力な推進

115 ・ 知的財産の保護、活用を図るための専門知識を有する人材を大学等で養
成するための制度を開始する。

112 ・ 産業技術総合研究所「ベンチャー開発戦略研究センター」において、ビジネ
スモデル作成者、事業経営プランナーを配置し、マーケティングに裏打ちされ
たビジネスモデルを構築し、公的研究機関・大学の技術シーズをもとに成功
率の高いベンチャーを生み出す起業化システムの実証・研究を行う

　３．事業環境の整備
　　(1) 研究開発と産業を結ぶ研究開発基盤機能の整備

113 ・ 大学、研究機関間の知識の共有化を図るための機関間ネットワークを充実
する。



経済産業省 実 H15
・「ＴＬＯ補助金（１５年度予算：6億円、１６年度予算：9.0億円）」において、ＴＬＯの
行う海外出願に係る経費を、補助対象経費に追加

内閣官房（知財戦
略本部） 実 Ｈ１５

知財戦略本部において、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画を
策定し、本施策も含め推進している。

内閣府 実 H14
・「知的財産戦略について」をとりまとめ（H１４．６，H14.12,H15.6　関係大臣に意見
具申）

文部科学省 実 H15

・大学等における知的財産の戦略的な管理、活用等に向けた体制整備を行う「大
学知的財産本部整備事業」を実施（平成15年度予算24億円、平成16年度政府予
算案26億円、43件(うち9件は「特色ある知的財産管理・活用機能支援プログラ
ム」）について実施）。

平成１５年度：４３件採択。

農林水産省 実 Ｈ１３

・農研機構において「知的所有権課」、生物研において「技術移転科」、食総研に
おいて「知的所有権専門官」を設置する等知的財産権の取得・移転に係る支援体
制を強化、また、研究成果創出の段階から弁理士と特許性の有無、有利な出願
方法等についての相談を行うなど、広く強い特許の創出に向けた取組みを実施し
ている。

経済産業省 実 H14

・産業技術総合研究所において、弁理士等の専門家を活用するとともに、TLOと
の連携を実施
・「知的財産管理アドバイザー派遣事業（１５年度予算：1.7億円、１６年度予算：3.0
億円）」

内閣官房（知財戦
略本部） 実 Ｈ１５

知財戦略本部において、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画を
策定し、本施策も含め推進している。

内閣府 実 H14
・「知的財産戦略について」をとりまとめ（H１４．６，H14.12,H15.6　関係大臣に意見
具申）

文部科学省 完 H14

・研究開発成果の取扱いに関する検討会報告書に基づきガイドラインを策定し、
各国立大学へ周知。また、科学技術・学術審議会知的財産ＷＧにおいて大学に
おける知的財産の取扱いについて検討を行い、平成14年１１月に報告をとりまと
め。

農林水産省 実 Ｈ１４

・農水省と関係独法による「研究成果・研究材料等の管理のあり方に関する検討
連絡会」で検討を進め、平成１４年３月に取りまとめ、通知し、各独法が規程を整
備済み。

内閣官房（知財戦
略本部） 実 Ｈ１５

知財戦略本部において、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画を
策定し、本施策も含め推進している。

内閣府 実 H14
・「知的財産戦略について」をとりまとめ（H１４．６，H14.12,H15.6　関係大臣に意見
具申）

文部科学省 実 H14
研究資金制度及び独立行政法人等の規定においてバイドール条規を原則適用。

厚生労働省 実 H15
研究資金制度及び独立行政法人等の規定においてバイドール規定を原則適応。

農林水産省 実 Ｈ１５

・国からの直接委託については、既に関係通達を改正し措置済み。また、国から
特殊法人等への補助等を通じた委託については、平成１５年度からバイドール規
定を適用している。

118 ・ 大学、公的研究機関やＴＬＯ等におけるリサーチツールやリサーチマテリア
ルを含む研究開発成果物等の取扱に関して、その帰属や研究開発の場での
広い利用の促進、産業利用等に関するルールを明確化し、周知徹底を図
る。

119 ・ 国・特殊法人等の委託による研究開発の成果たる知的財産権を受託者に
帰属させることができる産業活力再生特別措置法第３０条（いわゆる日本版
バイ・ドール制度）を特別の事情があるものを除き、全ての委託研究開発予
算について適用する。

117 ・ 研究開発の実施段階から知的財産の発掘・権利化を行うため、大学・公的
研究機関等における弁理士や民間の専門家の活用を推進するとともに、産
学官連携組織の機能の強化を図る。また、他大学に先立ち、全国数十程度
の主要な国公私立大学においてＴＬＯとも連携しつつ、企業経営者等民間の
人材を活用して、知的財産の創造と活用を総合的に支援する「知的財産本
部」の整備等を開始する。



経済産業省 完 H14

・主要関係省庁からなる日本版バイドール各省連絡会を開催し、当該連絡会にお
いて、各省庁の研究開発予算に日本版バイドールを適用するよう要請するととも
に、各省庁の取り組み状況について調査、とりまとめを実施

環境省 実 H13
・「環境技術開発等推進費」等において日本版バイドールを適用している。

内閣官房（知財戦
略本部） 実 Ｈ１５

知財戦略本部において、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画を
策定し、本施策も含め推進している。

文部科学省 実 H14

・大学等における知的財産の戦略的な管理、活用等に向けた体制整備を行う「大
学知的財産本部整備事業」を実施（平成15年度予算24億円、平成16年度政府予
算案26億円、43件(うち9件は「特色ある知的財産管理・活用機能支援プログラ
ム」）について実施）。また、科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会は新時代
の産学官連携の構築に向けて審議を行い、報告を平成15年4月にとりまとめ。

平成１５年度：４３件採択。

農林水産省 完 Ｈ１５

・農水省：「農林水産技術移転促進の助成に要する経費（0.4億円）」において、民
間への技術移転の促進を実施している。
（社）農林水産技術情報協会を本年6月2日にTLO認定した。

内閣府 実 H14
・「知的財産戦略について」をとりまとめ（H１４．６，H14.12,H15.6　関係大臣に意見
具申）

文部科学省 実 H14
・研究成果の特許化を促進するとともに、示された審査事例に基づき産業界と密
接に意見交換し、得られた成果の円滑な移転を行うこととする。

経済産業省 完 H14
・タンパク質立体構造関連発明について、審査事例集を作成、公表（１５年３月）

経済産業省 実 H14

・「技術経営人材育成プログラム導入促進事業（１５年度予算：2.1億円、１６年度
予算：9.5億円）」による起業家等の育成に必要なカリキュラム開発等、「産業技術
フェローシップ事業（１５年度予算：16.4億円、１６年度予算：8.3億円）」による技術
人材の最先端研究現場への派遣等の実施。

経済産業省 実 H15

・「中小企業経営革新等対策費補助金（創造技術研究開発事業）」、「地域新生コ
ンソーシアム研究開発事業」、「新規産業創造技術開発費補助金」において、特
許取得に係る経費を補助対象経費として追加。また、「TLO補助金」においてＴＬＯ
の行う海外出願に係る経費を補助対象経費に追加
中小企業経営革新等対策費補助金（創造技術研究開発事業）（１５年度予算：３
０．２億円、１６年度予算：３０．２億円）

内閣官房（知財戦
略本部） 実 Ｈ１５

本年７月、知財戦略本部に「医療関連行為の特許保護の在り方に関する専門調
査会」を設置し、検討を実施中。

経済産業省 実 H14

・ライフサイエンス分野の新出現技術関連発明の保護のあり方について調査研究
を行うとともに、ライフサイエンス及び製薬・バイオ産業におけるライセンスの実状
と課題について調査・検討を実施(平成１４年度)
・ライフサイエンス分野の上流技術等に関する知的財産の利用に対する特許法
の裁定実施権による対応の可能性について、平成１６年２月頃、産業構造審議会
知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ＷＧにおいて検討
する予定

124 ・ 各種研究開発補助金制度等の対象経費に特許取得費用も含まれるよう拡
充、ＴＬＯの行う技術移転事業に係る補助金について海外出願費用を新たに
補助対象項目として追加することにより、民間企業やＴＬＯの特許取得を支援
する。

125 ・ ＢＴ分野における特許権について、将来の研究進展、産業展開、国民への
影響を見据えつつ、適正な制度設計を検討し、裁定実施に関する日米合意
が及ぼす影響を考慮して、具体的事例に則しての権利の保護と、特許の円
滑な活用・流通に関して、調査・検討し、結論を得る。

122 ・ ポストゲノム研究の成果を特許権として適切に保護するため、タンパク質
立体構造発明について、審査事例集の作成・公表を行い、審査基準と権利
化のあり方を明確化する。また、その特許性に関する日米欧三極特許庁比
較調査を行い、審査基準の三極調和を検討する。

123 ・ 起業家育成システム導入促進事業において、ＴＬＯ等における人材育成に
とって重要である技術経営（Management of Technology）教育のためのプロ
グラム、教材開発等を行う。また、産業技術フェローシップ制度において、ＴＬ
Ｏ等産学リエゾン機関への派遣による人材育成を行う。

120 ・ 大学等における知的財産本部の設置とともに、大学の知的財産戦略に応
じたＢＴ関連の専門家の配備等を通じてＢＴ関連機能の強化を図る。また、Ｂ
Ｔ分野の研究プロジェクト内に知的財産担当者を置き、ＴＬＯ、知的財産本部
などとの連携を図る。また、大学等が進める研究開発に関し、生じた成果の
特許化等に必要な経費をあらかじめ研究開発経費に盛り込むことなどによ
り、知的財産権の確保を支援する。

121 ・ 農林水産省所管の独立行政法人が保有する特許権等について民間企業
における利活用の促進を図るため、独立行政法人の研究成果に係るＴＬＯを
新たに整備する。



文部科学省 実 H14

・「知的クラスター創成事業」（平成14年度補正予算6億円、平成15年度予算69億
円、平成16年度政府予算案90億円）で大学、公的研究機関等を核とし、関連研究
機関・研究開発型企業等が集積した知的クラスターの創成を推進。ＢＴ関連で
は、本格実施地域として６地域（大阪北部、神戸、広島、香川、富山・高岡、徳
島）、試行地域として３地域（金沢、岐阜・大垣、宇部）で事業実施。

ＢＴ関連では、本格実施地域とし
て６地域（大阪北部、神戸、広
島、香川、富山・高岡、徳島）、試
行地域として３地域（金沢、岐
阜・大垣、宇部）で実施中。

経済産業省 実 H13

・「産業クラスター計画関連施策（１５年度予算：413億円、１６年度予算：490億
円）」により、地域において形成が進んでいる産業集積（産業クラスター）をさらに
深化・発展させるため、事業化支援（資金調達力強化、販売力強化、知的財産保
護強化等）のための人的ネットワークの形成・拡充、地域における実用化技術開
発の推進、起業家育成施設の整備等のインキュベーション機能の強化を図る。

文部科学省 実 H14
・文科省・経産省両省で推進協議会や、合同成果発表会等の具体的進め方につ
いて合意し、連携を図る。

各地域において、地域クラスター
推進協議会や合同成果発表会
等を実施。

経済産業省 完 H14

・地域ごとに文部科学省、経済産業省、地方自治体、その他関係機関による「地
域クラスター推進協議会」を設置。また両省の事業の成果に関する合同成果発表
会を開催。

引き続き、文部科学省・経済産
業省両省で連携を強化し、地域
クラスター推進協議会や合同成
果発表会等について実施する。

経済産業省 実 H14

・「地域新生コンソーシアム研究開発事業（１５年度予算：101億円、１６年度予算：
103.7億円）」、「新規産業創造技術開発費補助金（１５年度予算：56億円、１６年度
予算：56.3億円）の実施。

厚生労働省 実 H14

・平成１４年度薬価制度改正後の薬価算定ルールを適切に運用しているところ。
また、医療機器については、今後適切に運営していく予定。

厚生労働省 実 H14

・「医薬品産業ビジョン」の着実な実施など医薬品等に関する産業政策を総合的
かつ計画的に推進するため、厚生労働事務次官を本部長とする「医薬品・医療機
器産業政策推進本部」を平成１４年１２月に設置し、「医薬品産業ビジョン」の「ア
クションプラン」のフォローアップ等を実施。

厚生労働省 完 H14

・“より優れた”“より安全な”革新的医療機器の提供を　目指し、平成１５年３月３
１日に「医療機器産業ビジョン」を取りまとめ、公表したところ。

経済産業省 実 H14

・医療福祉機器総合調査を実施。国内外製造業者の経営有識者を中心に医療機
器産業の課題について、３回の検討会を開催。また、合わせて製造業者に対して
のアンケート調査を実施。
Ｈ１４年度に実施した調査報告書をもとに、報告会を実施。引き続き医療機器産
業の振興のための施策を継続。

132 ・ 世界的に大きな成長が見込まれる医療機器産業の国際競争力強化のた
め、その現状及び今後の課題等を分析した上で、医療機器の研究・開発から
販売、保守管理に至るまでの総合的な支援策を検討し、「医療機器産業ビ
ジョン」（仮称）を策定する。

133 ・ 体内埋め込み型の医療機器等の技術的、社会的にリスクの高い医療機器
の国際競争力を高めるため、企業が積極的にこのような医療機器の開発・製
品化に取り組むための環境整備について所要の措置の検討を行う。

Ⅱ．戦略２に関する各分野の行動計画
　【医療・健康分野（よりよく生きる）】

130 ・ 現行の「薬価算定ルール」において、画期的・革新的新薬については、開
発のインセンティブを与えるため、薬価算定の際に加算を行う仕組みとしてお
り、平成１４年４月以降は更にその加算率を大幅に引き上げ、また、医療機
器についても「算定基準」において、画期的・革新的な新しい医療機器につい
て、加算を行える仕組みとした。本制度の適切な運用を図るとともに、今後の
実績等を踏まえつつ、ＢＴによる開発のインセンティブが十分に行きわたり、
技術革新に見合うように更に検討する。

131 ・ 医薬品産業の将来ビジョンとして、本年８月に取りまとめられた「医薬品産
業ビジョン」について、治験の推進や研究開発の支援など、ビジョンの中で掲
げている「アクションプラン」の具体的かつ総合的な支援策を実行し、医薬品
産業の国際競争力強化を図っていく。

128 ・ 文部科学省の知的クラスター創成事業と経済産業省の産業クラスター計
画については、地域クラスター推進協議会や合同成果発表会等の連携策を
講じることにより、支援策の効果的な運用を図る。

129 ・ 大学等の技術シーズや知見を活用した産学官研究共同体制（コンソーシア
ム）による実用化技術開発を実施するとともに、中堅・中小企業による新分野
進出やベンチャー企業による新規創業のためのリスクの高い技術開発を支
援する等、域内の企業連携、産学官連携を促進するために必要な措置を講
ずる。

　　(4) ＢＴ産業の拠点づくりを通じた産業競争力の強化

126 ・ 自治体の主体性を重視し、知的創造の拠点たる大学、公的研究機関等を
核とし、関連研究機関、研究開発企業等が集積する研究開発能力の拠点
（知的クラスター）の創成を目指して「知的クラスター創成事業」を全国本格実
施地域１２地域、試行地域６地域で推進する。具体的には、本格実施地域の
うち４地域、試行地域では５地域において、ＢＴの関連研究機関、研究開発企
業等が集積した一大クラスターの形成を目指し、事業を推進する。

127 ・ 地域の比較優位性を踏まえて、地方自治体とも連携しつつ、「産業クラス
ター計画」を、当面、全国１９のプロジェクトで推進していく。具体的には、関
東、近畿、北海道等のＢＴ分野の産業クラスターにおいて、産学官の広域的
な人的ネットワーク形成を図る産業支援機関の助成、地域の特性を活かした
技術開発の推進、起業家育成施設・起業環境の整備等、産業集積形成促進
のために必要な措置を講ずる。



文部科学省 実 H11

・厚生労働省とともに、「全国治験活性化3カ年計画」を策定。
・国立大学病院における治験実施管理体制の整備のため、治験管理要員、治験
管理センター等の整備に係る経費を措置。

「全国治験活性化３ヵ年計画」を
策定。（平成１５年４月）

厚生労働省 完 H15

・文部科学省及び厚生労働省関係者で構成する連絡協議会において、大規模治
験ネットワーク（15年度予算  8.5億円）の構築等を盛り込んだ「全国治験活性化３
カ年計画」を平成１５年４月に取りまとめ、公表。

文部科学省 実 H10 ・治験コーディネータ－養成研修を実施

厚生労働省 実 H15
・上記「全国治験活性化３カ年計画」で、治験の質の向上に寄与する治験コーディ
ネーター（ＣＲＣ）養成の促進策を明示し、その推進を図っているところ。

文部科学省 実 H14

・「２１世紀型革新的先端ライフサイエンス技術開発プロジェクト」（平成15年度予
算28億円、平成16年度政府予算案24億円）において基礎研究成果を臨床等に結
びつける橋渡し研究を推進。

厚生労働省 実 H15

・上記「全国治験活性化３カ年計画」で、今後３年間で、　国立高度専門医療セン
ター等が中心となって１０の疾　患群ネットワークを順次形成する等、その体制整
備について記述し、その推進を図るため、平成１５年度厚　生労働科学研究のプ
ロジェクトとして着手していると　ころ。なお、初年度（平成１５年度）においては、
「がん」、「循環器疾患」、「小児医療」の３つの疾患群について、ネットワークを構
築する予定。

厚生労働省 実 H15

・上記「全国治験活性化３カ年計画」で、大規模治験ネットワークにおける欧米で
標準的な医薬品等でありながら国内では不採算等のため導入されていない医薬
品等の優先的な治験の実施について記述し、その推進を図るため、平成１５年度
厚生労働科学研究のプロジェクトとして着手しているところ。

厚生労働省 実 H15

・上記「全国治験活性化３カ年計画」で、国民に対する治験の意義等に関する普
及啓発、被験者に対する治験の実施状況の事前・事後の情報提供等について記
述し、その推進を図っているところ。また、平成１５年５月から、厚生労働省ホーム
ページにおいて、日本製薬工業協会との連携の下、開発中の新薬について情報
提供を開始しているところ。

厚生労働省 実 H15

・上記「全国治験活性化３カ年計画」で、契約症例数の着実な実施の徹底などに
ついて記述し、その推進を図っているところ。

厚生労働省 完 H15
・特定承認保険医療機関の承認要件のうち病床数と当直　体制につき緩和するこ
とを内容とする通知改正を行い、平成１５年７月１日に施行。

農林水産省 実 H14

・ゲノム研究成果の実用化・産業化等、BT産業の活性化を目指した総合的な取
組方策について検討中。さらに、「アグリバイオ実用化・産業化研究（10億円）」に
おいて、イネゲノムの解読成果等を早期に実用化・産業化に結びつける民間との
共同研究を促進することとしている。

内閣官房（知財戦
略本部） 実 Ｈ１５

知財戦略本部において、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画を
策定し、本施策も含め推進している。

　【食料分野（よりよく食べる）】

142 ・ ＢＴを活用した農業・種苗産業の将来像について、官民一体となって検討す
るとともに、その実現に向けた総合的な取組を推進する。

143 ・ 植物新品種に関し、育成者権侵害対策のために必要な法制度の整備につ
いて検討を行う。

140 ・ 研究者のインセンティブの向上を図るため、治験に係る契約内容（症例数）
の着実な実施を徹底するとともに、治験に関わる業績の評価や研究費の効
果的な配分について検討する。また、患者のインセンティブの向上を図るた
め、費用負担の軽減などを検討する。

141 ・ 高度先進医療の実施について、特定療養費制度の対象となる「特定承認
保険医療機関」の要件の緩和を実施する。

138 ・ 欧米で標準的な医薬品等でありながら国内では不採算等のため導入され
ていない医薬品等について医師主導で実施する治験のシステムを上記大規
模治験ネットワークにおいて導入する。

139 ・ 患者が、治験の意義や内容を理解し、治験実施状況等に関する情報を容
易に入手でき、安心して治験を受けることができるよう、①関係機関、関係団
体等が、シンポジウムの開催など、国民に対する治験の意義や内容に関す
る普及啓発、広報活動を一層進め、②国内における治験の実施状況を網羅
的にインターネットを通じて提供することとする。

136 ・ 大学等における基礎的研究成果を臨床等に適切に結びつける等の臨床応
用研究（トランスレーショナルリサーチ）の着実な推進を図る（トランスレーショ
ナルリサーチプログラム）。また、大学等における体制の整備を図る。

137 ・ 疾患群ごとに、①国立高度専門医療センター、高度専門医療施設等、②特
定機能病院、③臨床研修指定病院など複数の医療機関の間でネットワーク
事務局を中心に治験に関する大規模なネットワークを形成し、承認に必要な
症例数を速やかに確保する体制を整備する。

134 ・ ①大規模治験ネットワークの構築、②小児用医薬品やオーファンドラック等
の治験の推進、③医療機関の治験実施体制の充実、④患者の治験参加を
支援する施策、⑤臨床研究全体の推進などを内容とする「全国治験活性化
３ヵ年計画」を策定する。

135 ・ 治験の質の向上に寄与する治験コーディネーター（ＣＲＣ）養成を促進す
る。



農林水産省 実 Ｈ１４

・平成15年通常国会において、種苗法の改正を行い、育成者権の侵害に対する
罰則の強化（収穫物段階での権利侵害を罰則の対象と加えるとともに、法人に対
する罰金額の上限を引き上げ。）を行った。また、この改正について、６～７月に
全国８ヶ所において説明会を実施した。
 ・平成１５年通常国会において、関税定率法が改正され、税関において育成者権
侵害物品の輸入の取締りが行われることとなったので、税関職員の研修への協
力等により、財務省・税関と密接に連携している。
 ・平成１４年１０月に育成者権者等により設立された「植物品種保護戦略フォーラ
ム」と連携し、育成権者の権利行使に必要な情報提供等を行っている。

内閣官房（知財戦
略本部） 実 Ｈ１５

知財戦略本部において、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画を
策定し、本施策も含め推進している。

農林水産省 実 Ｈ１４

・平成15年度から、（独）種苗管理センターにおいて、育成者権者等の依頼に応
じ、権利侵害の判定を支援するための品種類似性試験（比較栽培及びDNA分
析）を実施する。また、独立行政法人等において、DNA分析等による品種識別技
術の研究開発を推進している。

農林水産省 実 H14

・インターネットによる電子出願等については、年度内に開始が可能となるようシ
ステム等の整備を実施しており、併せて目標達成に向けて、審査に必要なデータ
ベースの整備等の審査能力の向上、栽培試験の体制整備等により、さらなる効
率化を推進している。

農林水産省 実 Ｈ１４

・民間活力の導入等が図られるよう、主要農作物種子制度の運用方法の見直し
を検討中。また、１１月２６日に民間育成品種の試食会を、１２月２４日に「民間の
開発した稲品種の普及拡大に向けて」をテーマに座談会を開催するとともに、担
当者会議で民間育成品種のＰＲを実施した。さらに、水稲等の主要品種の特性を
広く紹介している「水陸稲・麦類・大豆奨励品種特性表」に、稲の民間育成品種の
情報を掲載した。

農林水産省 実 H14

・構造改革特別区域法の施行により、特区においては農業生産法人以外の法人
が農地等を借り入れて農業経営を行えるようになっている。
平成１５年１１月現在２７の計画が認定。

農林水産省 実 H15

・民間が行う実用化技術の開発を支援する「食品産業における次世代型発酵技
術の開発(0.9億円)」、「ライフサイエンスを活用した健康志向食品評価・製造技術
の開発(0.6億円)」、「「ブランド・ニッポン」加工食品供給促進等技術開発（2.3億）」
などの事業を実施している。

公開成果発表会および食品産
業技術開発支援事業成果概要
集で成果を公表

厚生労働省 実 H14

・食品衛生法とＪＡＳ法の表示について、平成１４年１２月に設置した「食品の表示
に関する共同会議」において、平成１５年３月に期限表示の用語・定義の統一に
ついて報告書をまとめた。また、同年８月に加工食品の原料原産地表示に関する
今後の方向について報告書をまとめ、パブリックコメントをおこなった。今後は事
業者等からヒヤリングを行う予定である。現在は、生鮮食品の原産地表示につい
て検討を行っている。
今後も引き続き表示項目の用語、定義の統一や、表示方法の運用等の問題点の
検討を進め、わかりやすい食品表示を目指す。

期限表示に関して品質保持期限
と賞味期限という２つの用語が
使われていたのを、賞味期限に
統一した。

148 ・ 食品産業の競争力強化や農業との連携を推進するため、民間が行う以下
の食品分野の実用化研究を支援する。①発酵による機能性食品・成分の生
産技術。②バイオマーカー等を活用した機能性食品の評価及び製造技術。
③高齢社会に対応した高付加価値食品製造技術。④地域の特色ある農産
物の利用を促進するための食品製造技術。

149 ・ 消費者にとってより分かりやすい食品表示へ改善する。

146 ・ 優良な稲の民間育成品種の普及に向けて、民間育成品種の市場への周
知・ＰＲ等について検討を進めるとともに、都道府県による奨励品種への採
用の促進を図るための方策について検討する

147 ・ ＢＴ産業への活用も可能となる構造改革特別区域法案における農業生産
法人以外の法人に対する農業経営目的での農地等の権利取得（賃借権又
は使用貸借による権利）を認める制度を創設する。

144 ・ 当事者等からの依頼により比較栽培を実施する体制の整備について検討
する。また、ＤＮＡ分析による簡便・迅速な品種識別技術についても、技術開
発・精度向上、識別結果の活用促進のための環境整備を推進する。

145 ・ 植物新品種に関し、出願者の利便性向上を図るため、品種登録事務手続
の電子システムの整備等により、インターネットによる出願手続を可能とす
る。また、栽培試験実施機関の体制整備等により新品種の育種動向に対応
した審査の高度化を図りつつ、植物新品種審査期間について、その平均期
間を３年に短縮する



農林水産省 実 Ｈ１４

・食品衛生法とＪＡＳ法の表示について、平成１４年１２月に設置した「食品の表示
に関する共同会議」において、平成１５年３月に期限表示の用語・定義の統一に
ついて報告書をまとめた。また、同年８月に加工食品の原料原産地表示に関する
今後の方向について報告書をまとめ、パブリックコメントをおこなった。今後は事
業者等からヒヤリングを行う予定である。現在は、生鮮食品の原産地表示につい
て検討を行っている。
今後も引き続き表示項目の用語、定義の統一や、表示方法の運用等の問題点の
検討を進め、わかりやすい食品表示を目指す。

期限表示に関して品質保持期限
と賞味期限という２つの用語が
使われていたのを、賞味期限に
統一した。

厚生労働省 実 H14

・健機能食品について消費者が正しい知識をもち、自ら選択できるように、一層の
普及啓発に努めている。また、健康・栄養食品に関して国民に適切な情報を提供
できるものを独立行政法人国立健康・栄養研究所が「ＮＲ(N　utrition
Representative)」として認定する制度を設けることとなっている。

内閣府 実 H15 ・H16年度資源配分方針に反映

文部科学省 実 H15

・廃棄物・バイオマスの再資源化やエネルギー回収を目指す「一般・産業廃棄物・
バイオマスの複合処理・再資源化プロジェクト」（平成14年度補正予算33億円、平
成15年度予算4.5億円、平成16年度政府予算案4.8億円）を実施。

農林水産省 実 H15

・「バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議」を設置し、「アドバイザリーグループ」
からの多様な意見や民間の視点を反映しつつ、「バイオマス・ニッポン総合戦略」
に掲げる具体的行動計画を着実に推進。バイオマス関連情報を収集・整理・提供
するための情報拠点の運用・情報の充実を図る。バイオマスの利活用を推進する
ためのシンポジウムを関東ブロック及び近畿ブロックで開催。年度内に他に８箇
所程度で開催予定。

シンポジウムを北海道、東北、東
海、近畿、中国四国、九州、沖縄
の各ブロックで開催。年度内に
他に２箇所で開催予定。
○具体的行動計画の進捗状況
http://www.maff.go.jp/biomass/
ad_dai2/siryo1.pdf
http://www.maff.go.jp/biomass/
dai2/siryo3_4.pdf

○バイオマスの情報拠点
http://www.biomass-hq.jp

○バイオマス利活用推進シンポ
ジウムの開催状況
http://www.jora.jp/txt/event/b_
symposium/index.html

経済産業省 実 H14
・「バイオマス・ニッポン総合戦略」に基づき、各種施策を実施中

国土交通省 実 H12

・平成12年度からバイオガスプラントを中心とした実証研究を実施しており、さらに
このプラントを活用し、平成15年度からバイオガスを水素エネルギーとして利用す
る実証研究に着手した。
(Ｈ15予算：3,279百万円の内数で実施)
(H16内示：1,794百万円の内数で実施)

(独)北海道開発土木研究所で実
施

環境省 実 H14
・「バイオマス・ニッポン総合戦略」に基づき、バイオマス利活用促進のための諸
施策の着実な推進を図っているところ。

文部科学省 実 H15

・廃棄物・バイオマスの再資源化やエネルギー回収を目指す「一般・産業廃棄物・
バイオマスの複合処理・再資源化プロジェクト」（平成14年度補正予算33億円、平
成15年度予算4.5億円、平成16年度政府予算案4.8億円）を実施。

152 ・ 林地残材や古紙、食品廃棄物等といったバイオマスや産業廃棄物等を効
率的に収集し、これらをさまざまな変換技術により、製品やエネルギーとして
利活用するといったような、回収・再資源化・資源利用までの一貫したバイオ
マス利用関連技術を開発するとともに、その実用化・普及が図られ、それら
が最大限に活用されるような社会システムを開発する。

150 ・ 相談機関やアドバイザリースタッフに係る民間における取組等を通じ、保健
機能食品について消費者が正しい知識をもち、自ら選択できるように、一層
の普及啓発を促進する。

　【環境・エネルギー分野（よりよく暮らす）】

151 ・ バイオマスを循環的に最大限活用することにより、将来にわたって持続的
に発展可能な社会の実現に向けた国家戦略である「バイオマス・ニッポン総
合戦略」（2002年12月策定予定）に基づき、以下の施策をはじめ、バイオマス
利活用促進のための諸施策の着実な推進を図る。



農林水産省 実 H13

・「地球温暖化が農林水産業に与える影響の評価及び対策技術の開発（4億円）」
において、地球温暖化対策として期待される化石燃料代替エネルギーとして有機
性資源を用いた新エネルギー生産技術の開発を実施している。

経済産業省 実 H15
・１６年度予算において「バイオプロセス実用化開発プロジェクト（16年度予算：
21.1億円）」を創設

国土交通省 実 H12

・平成12年度からバイオガスプラントを中心とした実証研究を実施しており、さらに
このプラントを活用し、平成15年度からバイオガスを水素エネルギーとして利用す
る実証研究に着手した。
(Ｈ15予算：3,279百万円の内数で実施)
(H16内示：1,794百万円の内数で実施)

(独)北海道開発土木研究所で実
施

環境省 実 H13
・ごみメタン回収施設の整備事業を推進。

経済産業省 実 H15

・総合資源エネルギー調査会燃料政策小委員会で検討中。この中でエタノールに
ついては、ガソリンへの混合割合の上限を３％とすることを決定し、関連法令を改
正。バイオディーゼル燃料については、総合資源エネルギー調査会燃料政策小
委員会規格検討ＷＧにて燃料規格化に向けた試験計画を策定。試験実施中
また、１６年度予算において「バイオプロセス実用化開発プロジェクト（16年度予算
21.1億円）」を創設

経済産業省 完 H15

・「構造改革特別区域法」にかかる認定申請の受付開始（１５年４月）
１５年５月に、構造改革特区第２弾として「びんご産業再生特区（広島県、福山
市）」が認定

経済産業省 完 H15

・「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」全面施行（１５
年４月）

農林水産省 実 H15
・バイオマスエネルギーを導入する自治体、事業者NPO等に対する支援を拡充し
ている。

経済産業省 実 H14
・「新エネルギー事業者支援対策事業」、「地域新エネルギー導入促進対策事
業」、「新エネルギー非営利活動促進事業」による支援を実施。

国土交通省 実 H15
・下水汚泥とその他のバイオマスを集約処理する施設に対して補助を行う「バイオ
マス利活用事業」を創設した。

環境省 実 H13
・ごみメタン回収施設の整備事業を推進。

環境省 実 H15

・「循環型社会形成実証事業」ＮＧＯ・ＮＰＯ等の民間団体、企業、行政が連携して
行う循環型社会の形成に向けた取組のアイディアを公募し、モデル事業を実施。

環境省 完 H14

・平成１４年度に行った現場実証試験等の結果等により総合的に評価し、その結
果を公表した。

現場実証試験等の結果等を総
合的に評価し、公表。

経済産業省 実 H15
・「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法
律」の成立を踏まえ、指針の一元化に向けて作業中

環境省 実 H15
・指針の見直しに向けて作業中。

160 ・ 低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術の検討の一つとして、植物を用
いた重金属汚染土壌浄化技術等のＢＴを活用した対策技術について現場実
証試験と総合的な評価を行い、その結果を公表する。

161 ・ 非遺伝子組換え生物（微生物等）を用いたバイオレメディエーションについ
ては、経済産業省、環境省に並列して安全に係る指針が存在しており、一元
化を含めた適切な制度の検討を行う。

158 ・ 廃棄物からのメタン回収施設の設置に対する補助を拡充する。

159 ・ ＮＰＯ／ＮＧＯ等民間団体や企業等が連携して行う、バイオマスの利活用な
ど循環型社会の形成に向けた取組のアイデアを公募し、実証事業として実施
することにより、リデュース（排出抑制）、リユース（再使用）を中心とする循環
型社会に向けた取組を推進していく。

156 ・ バイオマスエネルギーを導入する自治体、事業者、ＮＰＯ等に対する支援
を拡充する。

157 ・ 下水汚泥と未利用バイオマスを共同処理し、メタン回収を行うモデル事業
を実施する。

154 ・ 認定構造改革特別区域において、使用済物品等又は副産物を再生資源と
して利用し、酒類の原料として不正に使用されるおそれがないものとして製
造するアルコールについては、アルコール事業法に基づく流通管理等に係る
規定を適用しないこととする。

155 ・ バイオマスを法律上位置づけた「電気事業者による新エネルギー等の利用
に関する特別措置法」により、電力分野におけるバイオマスエネルギーの一
層の導入拡大に向けた取組を行う。

153 ・ 電気や自動車燃料としての利用に際する技術的な課題や制度的問題等所
要の論点について整理した上で、バイオマスエネルギーを産出する技術やシ
ステムの在り方について検討する。



農林水産省 実 H15

・制度の運用見直しに着手し、平成１５年４月から、関税割当の申請に係る事務
の簡素化・迅速化、コーンスターチ製造数量検定の廃止を実施し、１０月からは関
税割当条件の使用者制限の弾力化を実施している。

経済産業省 実 H12

・「生物機能活用型循環産業システム創造プログラム（１５年度予算：41.8億円、１
６年度予算：65.1億円）」
・「エネルギー使用合理化生物触媒等技術開発（１５年度：1.7億円）」、「バイオプ
ロセス実用化開発（１６年度予算：21.1億円）」の実施。

経済産業省 実 H15

・「植物機能改変技術実用化開発（１５年度予算：3.8億円）」、「植物利用エネル
ギー使用合理化工業原料生産技術開発（１５年度予算：8.6億円、１６年度予算：
8.2億円）」、「バイオプロセス実用化開発プロジェクト（１６年度予算：21.1億円）」の
実施。
・京都議定書クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）について、ＦＳ等に対する支援を実
施
・「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法
律」が成立

農林水産省 実 H13

・平成15年度から環境配慮型のバイオマス由来のプラスチックをグリーン購入法
に基づく調達方針に追加し、率先して購入している。バイオマス製品の利用を推
進するため、農林水産省の食堂において、バイオマス由来プラスチック製品の導
入実験を開始し、その効果と課題について検証する。

○バイオマス由来プラスチック製
品の導入実験
http://www.maff.go.jp/www/pre
ss/cont/20031111press_5.htm

経済産業省 実 H14

・グリーン購入法特定調達品目検討会において、生分解性プラスチック及び植物
原料由来プラスチックを用いた製品について、グリーン購入法の対象物品として
の取り扱いを検討する。

「植物を原材料とするプラスチッ
クを使用した窓付き封筒」、「生
分解性プラスチック製の生ゴミ処
理袋の使用を配慮事項とする食
堂」をグリーン購入法特定調達
品目として規定した。

環境省 実 H14

・グリーン購入法特定調達品目検討会において、生分解性プラスチック及び植物
原料由来プラスチックを用いた製品について、グリーン購入法の対象物品として
の取り扱いを検討する。

「植物を原材料とするプラスチッ
クを使用した窓付き封筒」、「生
分解性プラスチック製の生ゴミ処
理袋の使用を配慮事項とする食
堂」をグリーン購入法特定調達
品目として規定した。

経済産業省 実 H15

・環境ＪＩＳ策定中期計画における推進テーマとして「生分解性プラスチック製品の
識別表示基準」、「生分解性高分子材料の標準物質」の２テーマを位置づけ

内閣府 実 H15
ＢＴ戦略会議関係省庁連絡会において、「バイオテクノロジーに関する国民理解
促進のための総合計画」を策定。

文部科学省 実 H15
関係府省とともに「バイオテクノロジーに関する国民理解促進のための総合計画」
を策定。

厚生労働省 実 Ｈ15 関係府省とともに「バイオテクノロジーに関する国民理解促進のための総合計画」
を策定

農林水産省 実 Ｈ１５
関係府省とともに「バイオテクノロジーに関する国民理解促進のための総合計画」
に基づく取り組を実施。

経済産業省 実 H15
・関係府省とともに「バイオテクノロジーに関する国民理解促進のための総合計
画」を策定中

166 ・ 生分解性プラスチックの国際標準化について、研究開発成果の国際的普
及、国際競争力強化の観点から、国際標準の提案を行う等、より積極的に対
応を進める。

戦略３　国民理解の徹底的浸透
　Ⅰ．戦略３に関する分野横断的な事項に関する行動計画
　　１．情報の開示と提供の充実
167 ・ 国民理解増進のために、関係各府省共通の国民理解促進のための総合
計画を策定する。その際、各府省で行っている国民への情報提供について
共通の情報発信機能を整備する。また、関係各府省は、上記総合計画推進
のための各府省ごとの政策を策定する。その際、ＥＬＳＩ※への取組の強化策
について、それぞれの府省が行う事業の特徴を勘案しつつ、可能な限り数値
的な目標を提示するものとする。

164 ・ 我が国の高い技術ポテンシャルを活かし途上国等におけるバイオマス活
用を推進するため、民間企業の海外におけるプロジェクトの実施を後押しす
る。

165 ・ 生分解性プラスチック及び植物原料由来プラスチックのグリーン購入法特
定調達品目としての取扱いについて検討する。併せて、ＢＴ関連製品（生分
解性プラスチック等）の環境負荷について、原材料の製造から製品の廃棄に
いたるライフサイクルを通じて、エネルギー使用・温暖化への影響、循環型社
会システムへの影響、有害物質の排出による影響、生態系への影響等の観
点から、積極的に検討を行い、環境負荷低減に資する製品については、グ
リーン購入の推進等により普及促進を図る。

162 ・ バイオプロセスに投入する植物由来の原料の供給に関しては、原料需要
の拡大につながる新市場を創出する用途を対象として、その大半を占める
コーンスターチ製造用とうもろこしの関税割当制度の運用の見直し等を図る。

163 ・ 製造工程へのバイオプロセスの導入、バイオマス由来のエネルギー・製品
の普及のために、最終製品の価格インセンティブ、原材料のコストインセン
ティブを付与すべく総合的な支援措置を検討する。



環境省 実 H15
・関係府省と共に「バイオテクノロジーに関する国民理解促進のための総合計画」
を策定。

文部科学省 実 -

・科学技術振興機構（ＪＳＴ）のサイエンス チャンネル、日本科学未来館等を通じ
てＢＴに関する情報発信を実施。また、理化学研究所などの研究機関において研
究公開等を実施。
・ヒトゲノムの解読完了・ＤＮＡ二重らせん発見５０周年を記念して、国際シンポジ
ウム、記念講演会等を開催。また「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェ
クト（テーラーメイド医療実現化プロジェクト）」の開始にあたっては、国民理解の浸
透に向けたシンポジウムを開催。
・「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト」及び「再生医療の実現化プ
ロジェクト」についてホームページを開設。

・「個人の遺伝情報に応じた医療
の実現プロジェクト」及び「再生
医療の実現化プロジェクト」につ
いてホームページを開設。

文部科学省 実 -

・科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会等及び特定胚及びヒトＥＳ細胞研究
専門委員会の審議を公開で実施。
・電子パンフレット「最近の生命倫理問題について」、「クローンって何？」、「組換
えＤＮＡ実験指針が法制化されます」を作成しホームページで公開。
・科学技術振興調整費により、生命・医療倫理問題への適切な対応が可能な研
究者レベルの人材等を養成することを目的とする課題を実施。（「生命・医療倫理
人材養成ユニット」平成１５年度予算32百万円）

文部科学省 実 H13

・ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する指針等において、研究成果の原則公開及
び機関内倫理審査委員会等における情報公開の促進を規定。

農林水産省 実 Ｈ１４

・「遺伝子組換え等先端技術安全性確保対策」のうち、「みんなで考えるバイテク
推進事業（０.９億円）」において、遺伝子組換え農作物等農林水産分野における
バイオテクノロジーについて、国民の不安や懸念に的確に応え、国・研究者・開発
者・農業生産者・消費者等関係者の相互理解を促進するため、バイテク体験研
修、地域フォーラム、展示会の開催やパンフレット等の作成・配布による情報提供
及び人材養成研修を実施。また、出前講義・実験など草の根活動や地域におけ
るコミュニケーションを推進するとともに、ホームページによる総合的な情報提供
や幅広い者の間での自由なコミュニケーションを実施している。

バイオテクノロジー体験研修等
研修会の開催。
｢Ｄｏ you know 遺伝子組換え農
作物入門プログラム｣等パンフ
レットの作成・配布。
総合的な情報提供とコミュニ
ケーションを行えるホームページ
の開設。

農林水産省 実 H15
・「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法
律」に基づく新たな仕組みに応じて検討。

厚生労働省 実 H14

・平成１４年度より国立保健医療科学院に研究情報センターを設置し、研究情報
の収集、活用及び情報提供に関する支援等の体制を整備するとともに、同院ホー
ムページ上に厚生労働科学研究成果データベースを設け、研究成果を公開。

経済産業省 実 H15

・「遺伝子組換え体の産業利用におけるリスク管理に関する研究（１５年度予算：
0.8億円、１６年度予算：0.8億円）」、「バイオ事業化に伴う生命倫理問題等に関す
る研究（１５年度予算：0.4億円、１６年度予算：0.4億円）」による科学的な研究成果
の集積、シンポジウムの開催等

内閣官房（知財戦
略本部） 実 Ｈ１５

知財戦略本部において、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画を
策定し、本施策も含め推進している。

文部科学省 実 H14
・学校教育において科学技術・理科に対する興味・関心を呼び起こすため、「科学
技術・理科大好きプラン」を実施。

174 ・ ＢＴの理解と信頼を築くために、ＮＰＯ法人などとの連携を行う他、インター
ネット等を通じ情報発信の強化に取り組む。

　　３．学校教育・社会教育等の充実

175 ・ ＢＴを含む科学技術、理科教育を重点的に行う高等学校を対象とした「スー
パーサイエンスハイスクール」、小・中学校を対象とした「理科大好きスクー
ル」等の「科学技術・理科大好きプラン」の充実を図るとともに、小学校教諭、
中学校・高等学校の理科教諭に対するＢＴを含む科学技術・理科教育に関す
る研修について、大学、研究機関等と教育委員会が連携して実施するため
の支援策を講ずる。

172 ・ 遺伝子組換え作物について、実証試験による安全性の明確化等を含む行
動計画を策定する。

173 ・ 国立試験研究機関等の有する特許や研究成果をデータベース等を活用し
て積極的に公開するとともに、インターネット等を通じたＢＴに関する情報発
信を進める。

170 ・ 生命倫理・安全対策に係る様々な指針において、研究成果の公開につい
ての規定を盛り込み、機関内倫理審査委員会等における情報の公開を促
す。

171 ・ 遺伝子組換え技術等ＢＴに対する国民理解の増進を図り、国民理解のもと
に研究成果の円滑かつ迅速な実用化を促進し、適切な形で社会に還元する
ため、ＢＴに関する情報の提供や国民各層間のコミュニケーションの充実を
図る。

168 ・ マスメディアを通じた情報の提供、大学・研究機関の公開等を活用して、積
極的な情報の開示を進めるとともに、わかり易い情報提供のための資料作
成を進める。また、サイエンスチャンネル、日本科学未来館等において、ＢＴ
に関する情報発信を進める。

169 ・ 生命倫理・安全対策に関する取組について、審議会等の公開とともに、電
子パンフレットの作成などを通じ、積極的に情報の提供を行う。また、ＥＬＳＩに
ついての高い意識と知見をもったＢＴ分野の研究者の養成を進める。



環境省 予 H15

・「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が７月に
公布されたことを受け、子供の頃から生物や自然に対する理解を深めるため、自
然体験学習等の充実を図る。

文部科学省 実 H14

・平成１４年度より運用されている「組換えＤＮＡ実験指針」に、高等学校等におい
て教育目的で行われる「教育目的組換えＤＮＡ実験」に関する規定を盛り込むとと
もに、大学等と協力して、組換えＤＮＡ実験を行う指導者を育成するセミナーを開
催。

文部科学省 実 -

・科学技術振興機構（ＪＳＴ）のサイエンス チャンネルや、日本科学未来館等を通
じた情報発信を実施。また大学等における公開講座の開催や行政とNPO等との
連携による地域学習活動の支援を実施。

厚生労働省 実 H14

・平成１４年臨時国会に「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」案を提出
し、平成１４年１２月に成立。現在、同法の平成１６年４月の施行に向けて、鋭意
作業中。

厚生労働省 実 H14

・平成１４年臨時国会に「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」案を提出
し、平成１４年１２月に成立。現在、同法の平成１６年４月の施行に向けて、鋭意
作業中。

厚生労働省 実 H14

・平成１４年通常国会に「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を
改正する法律」案を提出し、平成１４年７月に成立したところ。また、「生物由来製
品の安全確保対策」に関する部分については、平成１５年７月に施行。
・また、「生物由来製品による健康被害救済制度」については、平成１４年１２月に
成立した「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」に基づき、新法人のもとで
開始する予定であり、現在、同法の平成１６年４月の施行に向けて、鋭意作業
中。

厚生労働省 実 H14

・ゲノム創薬や再生医療などのバイオテクノロジーの進展に対応し、より有効かつ
安全な医薬品・医療機器を　国民に提供するために、医薬品等のリスク評価・管
理技術の高度化や、市販後の安全対策等に資することを目的として、平成１５年
４月より、厚生労働科学研究　「医薬品等医療技術リスク評価研究事業」を新たに
開始したところ。平成１５年度の採択課題を決定し、研究がすすめられつつある。

内閣府 実 Ｈ１３
生命倫理専門調査会においては、年内の報告書の取りまとめを目指して調査・検
討中。

182 ・ 総合科学技術会議生命倫理専門調査会において、ヒト受精胚の人の生命
の萌芽としての取扱いについての検討を進め、その結論を得る。

180 ・ 本年の改正薬事法に則り、ＢＴ応用医薬品・医療機器等を含む「生物由来
製品」について、原料採取・製造から市販後まで一貫した安全確保対策を推
進する。［平成１４年度着手、平成１５年度以降随時達成］また、生物由来の
医療機器による健康被害救済制度を創設する。

181 ・ ＢＴなどを利用した医薬品等の高度なリスク評価・管理技術の高度化のた
めの研究開発を進める。

Ⅱ．戦略３に関する各分野の行動計画
　【医療・健康分野（よりよく生きる）】

178 従来の３組織を統合した「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」の平成１
６年新設に向けた取組みを着実に実施する。同機構の設立に併せ、その機
能の更なる拡充を図り、ＢＴを活用した先端医療への国民の信頼をより一層
確保するための方策を検討する。具体的には、人員・組織を強化し、治験前
段階から承認までの一貫した指導・審査体制を構築するとともに、質の向
上、効率化を図り、以下の取組を行う。
*　審査期間の短縮化、審査プロセスの透明化
*　審査官として、医学、薬学、獣医学、統計学、工学等の専門家の採用、増
員
*　「ファスト・トラック制度※」（優先的な治験相談）の導入
*　医療上有用性の高い製品に対する「優先審査体制」の拡充
*　医療機器に係る申請前相談制度の開始、事務処理機関の改善など
*　生物由来製品に関する専門審査体制の構築

179 本年の改正薬事法の改正の趣旨に則り、審査関連業務の再編充実と併せ、
承認審査から安全対策までを総合的に行う体制を構築するため、幅広く安全
情報を収集し、分析する体制や、ＩＴ技術を活用したより効果的な安全情報提
供システムを構築するとともに、医薬品・医療機器等の有効性、安全性等の
向上に関する調査を実施し、安全情報の質的向上、効率的・効果的提供等
を図る。

176 ・ 高等学校等における教育目的の組換えＤＮＡ実験を行う指導者の育成を
目的としたセミナーを開催する。

177 ・ 大学等におけるＢＴ関連公開講座の充実や公民館・コミュニティーセンター
等を活用したＢＴ関連の講習会の開催の促進のほか、ＢＴを含む科学技術・
理科について、興味や関心を呼び起こす情報を提供し、科学館等を活用した
情報発信を行う。



文部科学省 実 H15

・総合科学技術会議生命倫理専門調査会においてとりまとめ予定のヒト胚の取扱
いに関する結論に基づき、必要に応じて関係府省とともに法令等の内容の見直し
について検討を行う。
・科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 特定胚及びヒトES細胞研究専門委
員会において、「ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針」の見直しの検討を開
始。

厚生労働省 実 H15
・「臨床研究に関する倫理指針」を策定し、平成１５年７月に告示・施行。現在、「ヒ
ト幹細胞等を用いる臨床研究に関する指針」　について検討中。

文部科学省 実 H15

・「個人の遺伝情報に応じた医療の実現プロジェクト（テーラーメイド医療実現化プ
ロジェクト）」においては、ＥＬＳＩに係るワーキンググループを設置し、想定され得る
問題点の指摘及び予防のための体制整備等に関する提言や、遺伝子に係る研
究及び医療等に係る倫理的・法的・社会的問題について、長期的視野からの検
討を実施。

経済産業省 実 H15

・「個人遺伝情報保護法」の全面施行に向けて、今後の個人遺伝情報の保護の
在り方について、検討中。また、ＯＥＣＤ東京ワークショップを平成１６年２月に開
催予定。

内閣府（食品安全
委員会準備室） 実 H15

・平成１５年５月、食品安全基本法が制定され、同法に基づき、同年７月１日、食
品の安全性に関するリスク評価を主な任務とする食品安全委員会を内閣府に設
置
・総合科学技術会議との連絡会の開催（H15年８月６日）

厚生労働省 完 H15

・厚生労働省では、「リスク管理」体制を強化する観点から、①本年４月１日に、本
省医薬局食品保健部に「輸入食品安全対策室」を設置し、②さらに７月には、「医
薬局」を「医薬食品局」へ、「食品保健部」を「食品安全部」へ改称するとともに、消
費者等とのリスクコミュニケーションを担当する大臣官房参事官を設置したとこ
ろ。

「リスク管理」体制強化のための
組織再編等を行った。

農林水産省 完 H15

・消費者行政、農畜産物の安全対策、生産資材、飼料の安全対策、動植物検疫、
表示・規格、リスクコミュニケーション等を担う「消費・安全局」を平成15年7月に新
設している。

農林水産省 完 H15

・平成14年11月２６日に飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部
を改正する省令（平成１４年度農林水産省令第８８号）を公布し、平成15年4月よ
り、遺伝子組換え体利用飼料の安全性確認を法的義務化。

内閣府（食品安全
委員会準備室） 実 H15

リスクコミュニケーションの一環として、食品安全委員会のホームページの開設や
食の安全ダイヤルの設置を行ったほか、消費者や生産者等幅広い関係者が参
加する意見交換会を開催している。

ホームページの開設、食の安全
ダイヤルの設置については、既
に実施済み。
食の安全について関係省（厚生
労働省及び農林水産省）と連携
して、東京、大阪、広島などで意
見交換会を実施済み。

厚生労働省 実 H15

・遺伝子組換え食品について正しい理解を促すため、図　や絵を用いたわかりや
すいパンフレット「遺伝子組換え食品の安全性について」を作成。ホームページ上
に公開するほか、消費者等との意見交換等を通じて広く普及啓発に努めることと
している。

パンフレット「遺伝子組換え食品
の安全性について」を作成。ホー
ムページ上に公開。

192 ・ ＢＴ応用技術を用いた食品の安全性に対する正しい理解啓発のために、新
規のテクノロジーに対する国民の懸念・不安に対するための情報提供、広報
担当コミュニケーター育成等を推進する。

190 ・ 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（飼料安全法）に基づ
く省令を改正し、遺伝子組換え体利用飼料等の安全性審査を法的に義務化
する。その後、最新の科学的知見及び国際的情勢等により、規制の内容に
ついて必要に応じ見直しを行う。

191 ・ 食品安全委員会（仮称）は、自ら行う食品のリスク評価について、リスクコ
ミュニケーションを実施する。また、リスク管理機関が行うリスクコミュニケー
ションも含めた、リスクコミュニケーション全体の総合的なマネージメントを実
施する。加えて、総合的なリスクコミュニケーションとして、委員会を中心に、
リスク管理機関、消費者、生産者等幅広い関係者を集めた意志疎通の仕組
みを設ける。

188 ・ 健康影響が広範に渡る等重大な事件事故等の発生への対応や輸入食品
対策をはじめとする食の安全確保体制の強化など、リスク管理を担う厚生労
働省として、医薬食品局（仮称）及び食品安全部（仮称）を新設する等の大幅
な組織再編を行う。

189 ・ 農林水産省の組織再編として、食品のリスク管理部門を産業振興部門か
ら分離・強化するため、食料消費行政とリスク管理を担う新局として「消費・安
全局（仮称）」を新たに設置する。

186 ・ ＯＥＣＤワークショップを開催すること等を通じて、個人遺伝情報の保護に
関する議論を深めることにより、個人遺伝情報保護法のあり方等ルールの策
定を目指し、インフラも含めた産業利用の基盤整備を検討する。

　【食料分野（よりよく食べる）】

187 ・ 「今後の食品安全行政のあり方について」（平成１４年６月１１日　食品安全
行政に関する関係閣僚会議）に沿って、消費者の健康保護を最優先に、食
品安全行政にリスク分析手法を導入し、食品の安全に関するリスク評価を行
う食品安全委員会（仮称）を新たに設置する（リスク評価の対象から医薬品
は除外されている。）。また、消費者の保護を基本とした包括的な食品の安全
を確保するための法律として食品安全基本法（仮称）を制定する。

184 ・ 臨床研究全般を対象とする基本的な指針（ガイドライン）を策定する。また、
ヒト体性幹細胞を用いた臨床研究、ヒト胚性幹細胞を用いた臨床研究に関
し、指針を策定する。

185 ・ 大規模な試料から得られるゲノムデータや個人のデータの取扱いに関する
ルール作りに努める。

183 ・ 総合科学技術会議生命倫理専門調査会におけるヒト胚の取扱いに関する
議論を踏まえ、「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」、「特定胚
の取扱いに関する指針」及び「ヒトＥＳ細胞の樹立及び使用に関する指針」の
見直しの検討を行う。



厚生労働省 実 H15

・食品衛生法改正に盛り込んだいわゆる「リスクコミュニケーション」規定に基づ
き、規格基準や輸入食品監視指導計画策定等の際に、ホームページ上で意見を
募るほか、意見交換の機会を持つこととし、その実施にあたっては、消費者等と
の意見交換のための懇談会（年４回）及び食品の安全に関するシンポジウム（年
２回）　等を開催することとしている。また、これらのリスクコミュニケーションを行う
ために、医薬食品局に担当参事官を設置し、食品保健部企画課を食品安全部企
画　情報課に改組したところ。さらに、平成１５年度より、食品分野におけるリスク
コミュニケーションのあり方に関する研究に着手する。

意見交換会の実施。リスクコミュ
ニケーションを担当する参事官
の設置など。リスクコミュニケー
ションのあり方に関する研究を開
始。

農林水産省 実 H15

・食品安全委員会や厚生労働省等との連携の下、食品の安全性の問題に関わる
リスク管理施策の強化、食品安全に関する徹底した情報提供等に努めるととも
に、消費者・生産者・事業者などの関係者の懸念や意見を施策に反映するように
する、いわゆるリスクコミニュケーションを実施している。

厚生労働省 実 H15

・平成１５年度厚生労働科学研究費等により、高齢化社会への対応や生活習慣
病の予防的指向をした食品素材等の安全性・有効性等のデータベースを作成し、
健康食品の有用性や安全性の情報を提供するためのデータベースの構築に着
手。

文部科学省 実 H15

・「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法
律」（環境省他５省）を１５年６月に公布。法施行に向け必要な省令等を準備中。
関係省令を現在検討中。また、同法施行に必要な体制として、安全対策審査官
等を定員措置。

「遺伝子組換え生物等の使用等
の規制による生物の多様性の確
保に関する法律」を公布。

厚生労働省 実 H15

・関係府省とともに、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性
の確保に関する法律」の成立を受け、基準等を整備中

農林水産省 実 Ｈ１５

・関係府省とともに、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性
の確保に関する法律」の成立を受け、基準等を整備

「遺伝子組換え生物等の使用等
の規制による生物の多様性の確
保に関する法律｣及び関連省令
告示等を制定・告示。

経済産業省 実 H15
・関係府省とともに、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性
の確保に関する法律」の成立を受け、基準等を整備中

環境省 実 H15

・「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法
律」（環境省他５省）を１５年６月に公布。
法施行に向け必要な規則等を準備中。

「遺伝子組換え生物等の使用等
の規制による生物の多様性の確
保に関する法律」を公布。

文部科学省 実 H14

・遺伝子組換え生物の環境放出利用に当たって必要となるリスク評価手法等につ
いて必要な知見を集積するため、ライフサイエンス安全研究プログラムを実施。
（「２１世紀型革新的先端ライフサイエンス技術開発プロジェクト」平成１５年度予
算額28億円、平成１６年度政府予算案24億円の一部）

厚生労働省 実 H15

平成15年度厚生労働科学研究費補助金を活用して、「遺伝子組換え医薬品の人
を含む環境へのリスク評価に関する研究」を行い、遺伝子改変生物の人を含む環
境へのリスク評価とリスク管理に関する国際的な考え方を参考に研究する。

　【環境・エネルギー分野（よりよく暮らす）】

196 ・ 遺伝子改変生物の利用等が生物多様性の保全及びその持続可能な利用
に及ぼす悪影響を防止するための国際的な枠組みである生物多様性条約カ
ルタヘナ議定書を締結するため、所要の国内法を整備するとともに、国内実
施体制を構築する。これに基づき、遺伝子改変生物の利用に先立って、生物
多様性の保全及びその持続可能な利用への悪影響を審査する。

197 ・ 遺伝子改変生物に関するリスク評価と管理の技術（リスク・ベネフィットの定
量化手法等）を開発するため、環境への意図的な導入における事前評価・事
後管理手法の検討や調査研究を行う。

194 ・ 食品安全委員会（仮称）や厚生労働省等との連携の下、食品の安全性の
問題に関わるリスク管理施策の強化、徹底した情報開示等に努めるととも
に、消費者等との対話窓口として、独立行政法人農林水産消費技術センター
内に「リスクコミュニケーションセンター（仮称）」を創設する。

195 ・ 特定保健用食品以外のいわゆる健康食品について、安全性や効果等に関
する情報提供・分析データベースの構築、消費者や専門家（医師、薬剤師、
管理栄養士等）向け情報提供等を実施し、安全性・効果に関する情報の収
集・提供を充実する。

193 ・ 遺伝子組換え作物を含め、食品安全に対する消費者等の信頼関係構築・
強化のため、食品安全委員会（仮称）との円滑な連携や消費者等とのリスク
コミュニケーションの体制の整備等を図るとともに、リスクコミュニケーション・
システムの構築（システム開発・分析・評価、人材育成）、情報収集及び情報
提供、企画・調整を行う。



農林水産省 実 H14

・「遺伝子組換え生物の産業利用における安全性確保総合研究(4億円)」におい
て、実用化が迫っている新たな分野の組換え体の環境に対する安全性評価手法
の開発を行うとともに、新たに、組換え体の環境リスクを効率的かつ透明性のあ
る評価を行うためのデータベースの構築や効果的に環境リスクを管理するための
リスク・ベネフィット比較による環境安全性管理手法の開発。

経済産業省 実 H14

・「遺伝子組換え体の産業利用におけるリスク管理に関する研究（１５年度予算：
0.8億円、１６年度予算：0.8億円）」、「バイオインダストリー安全確保対策調査（１５
年度予算：0.6億円、１６年度予算：0.6億円）」の実施。

環境省 実 H15

・競争的研究資金（地球環境研究総合推進費）を活用して、「遺伝子組換え生物
の開放系利用による遺伝子移行と生物多様性への影響評価に関する研究」を、
大学をはじめ、環境省、農林水産省、経済産業省の関係研究機関の共同研究
チームによって、平成１５年度に開始した。

経済産業省 実 H15

・「バイオインダストリー安全確保対策調査（１５年度予算：0.6億円、１６年度予算：
0.6億円）」による最新の科学的情報の収集等。

環境省 実 H15

・遺伝子組換え生物対策事業において遺伝子組換え生物による影響の調査等を
開始している。（平成１６年度予算案：0.7億円）

農林水産省 実 H14

・バイオマス製品の展示や「愛・地球博」で発生する食品廃棄物等を原料とするバ
イオマス製品の生産システムの実証展示・実演の実施について検討している。

経済産業省 実 H14

・「２００５年日本国際博覧会　生分解性プラスチック導入計画検討会」を開催
・愛知万博においてバイオマスプラスチックの利活用に向けた実証を行うため、１
６年度予算において、「バイオプロセス実用化開発委託費（１６年度予算：5.0億
円）」を創設

200 ・ 「愛・地球博（愛知万博）」において、生ゴミ等の有機性廃棄物を「生分解す
るゴミ」として分別回収し、それらをメタン発酵させ、得られたメタンガスを発電
等に使用するといったような、バイオマスのリサイクルシステムのモデル事業
を行う。また、「愛・地球博」における生分解性プラスチック製品の積極的な導
入を図る。

198 ・ 国民に組換えＤＮＡ技術の安全性に関する情報基盤整備等を行うため、国
内外の最新情報等の収集・蓄積を行い情報発信の強化に取り組む。

199 ・ 国内で利用される遺伝子組換え生物が、生物多様性に悪影響を及ぼして
いないかどうかを確認するため、全国の利用地域等において調査計画を策
定し、影響の有無、程度に関する調査を継続的に実施する。


